
特集/産業医のあり方を考える

産業医のあり方に関する

検討会報告をめぐって

山下五郎
阪神医療生協診療所

産業医活動の現状と課題
産業医学振興財団の1991年調査結果から

財団法人産業医学振興財団では、1991年3 

月に、産業医活動の現状に関する調査を実施 

している。調査の結果によれば、産業医の髙 

齢化傾向が顕著であること、嘱託勤務には、 

勤務形態、勤務頻度等に様々な実態がみられ 

ること、産業医の業務内容としては「診療」 

を中心に「健診」、「健康相談」等に従事する 

時間が比較的多いこと、等の状況が示されて 

いるとしている。

1産業医業務に関する調査(嘱託産業医関 

係)

調査対象は財団が把握している、主として 

嘱託産業医(約16,000人)中から無作為抽出 

した1,562人で、回収340人、回収率21.8%〇 

①年齡•経験年数

産業医の平均年齡は61歳で、最髙齡者は81 
歳、最年少者は32歳。60歳代が最も多く半数 

1991年6月、労働省に9名の委員で構成された 

「産業医のあり方に関する検討会」が設けられ、 

8回の検討会を経て、労働安全衛生法施行20年目 

(産業医制度発足20年)として、昨年5月、報告書 

を労働省に提出した。

国際的には、1957年の「産業保健に関するI 

LO • WHO合同委員会第3次報告」の産業医制

度に関する報告及びガイドラインを目標とし 

て、日本の実情に合わせて当面•中期•長期の 

提言をしたものといえる。

平成2年頃より、日経連•日本医師会も産業医 

に関する検討を始めてきたが、今回の報告検討 

に合流し、産業衛生学会も、「産業医の法的位置 

づけについて」(平成2年• 3年度検討内容のまと
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1991年6月に労働省労働基準局長の私的諮 

問機関として産業医のあり方に関する検討 

会が設けられ、1年にわたる論議ののち昨年 

5月に報告がまとめられた。これは、13項目 

の「提言」及び「提言に至る主たる議論」を 

盛り込んだもの。

長年産業医活動を実践しておられる山下 

五郎医師に、この報告についてふれていただ 

いた。前号で紹介した連合の「安全衛生に関 

する調査」にも産業医の実態の一端が明らか 

にされているが、産業医及び労働衛生サービ 

スのあり方についての議論が深められるこ 

とを期待したい。

検討会報告については28頁以下に掲載し 

た。対照しやすいように編集部で表組にした 

が、左欄が「提言」、右欄が「提言に至る主 

たる議論」である。

なお、労働省では、この報告を受けて、平 

成5年度から、都道府県及び地域(地区医師 

会)産業保健センター(仮称)の設置及び産業 

医研修センター(仮称)のあり方に関する検 

討を行うとしている(13頁参照)。

め)の中間報告以後、認定医制に移行している。 

検討会報告の概要と問題点について述べたい。

1鹿業医問題の背景

昨年、労働省は「快適職場環境作り」と「産 

業医のあり方に関する検討会報告」の2つの指針 

及び建設業界等の大災害対策などを打ち出し 

た。

特に、「快適職場環境作り」の指針は、第1次 

私案を受け継いだ指針で、画期的に評価•活用

く(49%)を占め、ついで50歳代(26%)が多か 

った〇

これら産業医の経験年数をみると、平均は 

約15年で、1〇〜20年未満(43%)が最も多かっ 

た〇

②職業•選任事業場数等

産業医の主たる職業をみると、病院•診療 

所の開設医が最も多く 8割以上(83%)〇

産業医として選任されている事業場の数 

は、1事業場だけというのが33%と最も多く、 

ついで2事業場が23%、3事業場が17%で、平 

均では3事業場、最高は30事業場であった。 

これら選任事業場のうち、主たる事業場の 

業種をみると、製造業が最も多く 47%を占 

め、規模別には10〇〜499人のところが約半数 

(51%)であった。

また、これら事業場における有害業務の有 

無をみると、「有り」というところが86%で、 

その有害業務の種類をみると、有機溶剤を取 

り扱っているところが30%と最も多かった。

③ 健診実施状況等

産業医選任事業場での従業員の健康診断 

の実施状況をみると、事業場が選んだ健診機 

関で行うというところが43%と最も多く、つ 

いで産業医が自らこれを行っているという 

ところが39%、産業医が選んだ健診機関で行 

うというところが15%となっている。

また、健康診断の事後措置については、産 

業医が行っているというところが76%であ 

った〇

④ 報酬

産業医への事業場からの報酬をみると、年
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すべきものであるが、この背景には、国際的な 

経済競争の中で、貿易黒字国の割に、日本の労 

働者のおかれた住宅•労働条件•環境は欧米に 

比べ、きわめて悪い。とりわけ中小企業の現状 

はよくない、という実情がある。

国際的にも、労働環境、健康状態の改善は急 

務だということがある。

さらに、産業構造の変化、婦人労働者•高齡 

者の増大など、時代の変化に合わせた安全衛生 

に関する一定の指針であると言えよう。

検討会報告の序文では、大企業での労働衛生 

管理は充実しているものの、中小零細企業、特 

に50人未満の現状の悪さを指摘している。第2 
に、作業関連疾患の対策、とりわけ脳血管•心 

疾患等の急性•突然死対策やメンタルヘルスケ 

アの重要性を述べ、第3に、小規模事業場の有害 

環境の改善、第4に、高齢化に伴う成人病をかか 

えた労働者に対する労働衛生管理の必要性をあ 

げている。

もともと産業医は、医学の中ではマイナ—で 

あり、日蔭的存在、見向きもされない小数医と 

考えられてきた。現在も基本的にはかわりない 

が(医療の本流が治療偏重であるがゆえに)、す 

でに産業医科大学出身者が出てきており、日本 

医師会認定産業医が2万3千人に達し、現在法律 

で産業医の選任が義務づけられていない50人未 

満の零細事業場(全事業場の96%、労働者数の60 

%)への産業保健サービスも可能と考えたもの 

と思われる。

さらには、国際情報に接する機会が日常化し、 

諸外国の産業保健の制度が多く紹介されるよう 

になってきている。報告では、特にフランス、 

ドイツ、フィンランドをひとつの参考にしてい 

る〇

また、若年労働者は、企業帰属意識が希薄化 

し、環境のよい、健康的な職場で働くことに関 

心が高まり、3K職場では延命が困難になって 

いることなどがあげられる。

間12万円以下というのが21%と最も多く、つ 

いで12〜24万円未満が19%、24〜36万円未満 

が15%となっている。なお、無報酬又は盆- 

暮の贈物程度というのが17%であった。

⑤ 勧務状況

産業医の勤務形態•勤務頻度をみると、非 

常勤で月1〜3回事業場に出るというものが 

30%と最も多く、ついで年3〜4回が21%、年 

1回が12%となっている。

なお、報酬と勤務頻度との間には、明確な 

相関関係はみられなかった。

⑥ 内容別産業医業務時間等

産業医が従事している業務について、内容 

別に従事時間をみると、最も多くの時間を要 

しているのは「診療」(年問70時間、1回当た 

り2.2時間、年平均21回)で、ついで「健診」

(同15時間、1回当たり1.8時間、年平均5回)、 

「研修•学会」(同14時間、1回当たり3.7時間、 

年平均4回)、「職場巡視」(同11時間、1回当 

たり1.5時間、年平均6回)などとなっている。 

⑦産業医活動の条件等

自分の産業医活動については、そのほとん 

ど(75%)が「十分でない」と考えており、そ 

の十分でない理由は、「事業者の责任だ」と 

いうものが約3分の1(32%)を占めているが、 

「産業医の職務に魅力がないため」というの 

も27%あった〇

産業医活動活性化のために「事業者に望む 

こと」としては、「労働者への健康教育、指 

導の機会の増加」が30%と最も多く、ついで 

「産業医の助言を閒き、活かすシステム」が 

25%、「作業環境改善等の费用の支出」、「産

4安全Gンター悄報93年4月号

2提言の内容

提言は13項目で、提言に至る論議の中で出さ 

れた委員の意見が簡潔に、各項目ごとに列記さ 

れている。

各項目について紹介してみる。

提言1産業医活動への期待

すべての労働者に等しく産業保健サービスを 

提供すべきことと、健康管理は生涯を通じて行 

うべきで、厚生省との連携をどうするかを問題 

としている。

議論の中では、原則を実際にうっす場合、小 

規模零細事業場の労働者やパートタイム労働者 

をどうするのか、労働省と厚生省が各々展開す 

る健康管理をどう調整するかが論議の中心とな 

っている。

また、疾病の防止を中心に職務が行われた時 

代から、健康をどう作るのか、作業管理.作業 

環境管理•健康管理(3管理)を合わせて新しい 

技能•知識の展開が産業医に要請されているこ 

とを述べている。

提言2産業医活動の新たな課題

5点の提言がある。第1は、メンタルヘルスケ 

ア、女子労働者、海外派逭労働者の健康問題に 

対応すべきこと、第2に、過長ないし不規則業務 

の労働者に健康相談を充実させること、第3に、 

いわゆる「過労死」の対策に関すること、第4に、 

健康状態に即した事後措置に関すること、第5 
に、労働者の健康情報のカード化について、で 

ある。

この5点は、労働力構成の変化の中で多因子的 

な疾病の増大、就業上のハンディを有する労働 

者にどう対応すべきかを産業医の課題とした提 

言である。

業医報酬の増額」がそれぞれ16%であった。

⑧ 産業医研修等

産業医活動に特に必要な知識としては、臨 

床医学関係では、「内科学」というものが93 

%と最も多く、基礎医学関係では、「労働生 

理学」が61%、労働衛生学関係では、「作業 

環境管理jが51%、社会学等では、「心理学j 

が必要というものが28%であった。

産業医研修については、受けたことがある 

というものが86%で、そのほとんど(96%)が 

日本医師会の認定産業医研修(認定産業医研 

修発足前の研修、県■郡•市.区医師会の研 

修を含む)であった。

⑨ 勧告■助言

事業者への勧告•助言をしたことがある 

という産業医は72%で、そのうち58%は「助

言」のつもりであったとしている。

これら産業医の事業場側の相手方につい 

ては、課長相当職というのが26%で最も多 

く、ついで社長•専務というのが20%、担当 

者というのが19%であった。

2専属産業医等に関する調査(専属産業医 

関係)

調査対象は、従業員5QQ人以上の民営事業 

場の、主として専属産業医で財団が把握して 

いる2,686人で、回収620人、回収率23.1%。 

①年齡•経駚年数

産業医の平均年齡は54歳で、最髙齡者は84 
歳、最年少者は27歳であった。60歳が38%と 

最も多く、ついで50歳代が20%であった。
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提言3 産業医の職務

第1は、産業医の勧告•助言の権限の明確化と 

事業主との意見対立の処理、第2は、健診は産業 

医が行うことが望ましいが、委託に際して産業 

医の意見を尊重すべきこと、第3は、作業環境- 

条件の変更時に産業医の意見を聴くこと(第4 • 

5略)

この提言については、大半の産業医(専属•嘱 

託を問わず)が日常的に不満ないし心よく思っ 

ていないことが提言として述べられていると思 

われる。

医師である以上、争議や対立が労使間にない 

状態では、労働者の健康状態•職場を改善した 

いと、職業上考えるであろうし、そのことを事 

業主に勧告しても、建前に反し、生産第一•安 

全二が徹底していて、言っても無駄というニヒ 

リズムが発生し、職務の積極性を妨げる。思い 

切って労働組合に依拠すると解雇になる。

また、産業医が自ら健診業務を行う場合は、 

労働者とのふれ合い、目に見える産業医活動の 

場にもなるが、委託の場合、産業医の意見は無 

視され、安かろう•悪かろう•数ごなしの健診 

が横行している。

論議としては、産業医は、文書で、また、安 

全衛生委員会の場で勧告•助言をできること、 

健診委託は産業医の意見を反映すべきことなど 

が出されている。

日頃のうっ憤を提言したもので、基本的に正 

しいものである。

提言4産業医選任の基本的考え方

4点の提言となっており、短文であるが、提言 

に至る論議の意見は多数長文である。

第1は、十分な産業医研修を受けた医師を選任 

すること。

この指摘は、座長の言葉によると「能力ある 

医師を選任するのだという発想を明確にした方 

がいいだろう」とのこと。また、前労働省労働 

これら産業医の経験年数をみると、平均14 

年で、1〇〜20年未満(26%)が最も多かった。 

②選任事業場の業種•規模等

選任事業場の種類をみると、製造業が約7 

割(69%)と最も多く、ついで運輸通信業、サ 

ービス業がそれぞれ5%であった。

事業場の規模をみると、1,000〜3,000人未 

満のところが約4割(38%)を占め、ついで500 

〜1,000人未満が31%となっている。

また、これら事業場における有害業務の有 

無をみると、「有りJというところが82%で、 

その有害業務の種類をみると、紛じん作業が 

40%と最も多く、ついで有機溶剤を取り扱っ 

ているところが21%であった。

産業医と選任されている事業場の数は、1 
事業場だけというのが35%と最も多く、つい 

で2事業場が10%となっており、平均は2事業 

場であった。

③ 処遇•報酬等

産業医の事業場における所属をみると、病 

院•診療所が38%と最も多く、ついで人事• 

労務部門が28%、健康管理センタ—が27%と 

なっている。

その職名は、「産業医」が63%、病院長• 

診療部長•センター長が23%等となってい 

る〇

年間報酬をみると、500万円以下(無報酬を 

除く)が45%と最も多く、ついで1,00〇〜

1,500万円未満が21%、50〇〜1.000万円未満 

が14%となっている。

④ 勧粍形態等

産業医の選任方式は、嘱託として選任され 
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基準局長は「産業医としての資質が必要」と座 

談会で述べている。

この提言についての検討会の論議は、「産業医 

の資格問題」でかなりの論議があったようだ。

産業医大出身者、日医認定産業医、労働衛生 

コンサルタント、そして今後の産衛学会認定医 

にしても、認定はとったがツメのあかほど役に 

立たないという不満と、資格制限をすると産業 

保健サービスが行き届かないというジレンマの 

中で、長期構想としてフランスの制度(4年間の 

専門教育)を理想とする意見もあるが、結論はあ 

いまいのままとしているようだ。

第2(略)

第3の選任基準の見直しは、何名の労働者に対 

し、何人の医師が必要かとの提言である。

論議は、フランスを例に引き、事務労働者は 

20人につき月に1時間、工場の場合は15人につき 

月に1時間、危険業務は1〇人につき月に1時間。 

週39時間労働の産業医で2600人の労働者を1人 

でカパーしていると紹介。しかし、日本では、 

業種が多く、標準投入時間はむずかしいとして 

結論に達していない。

第4は、複数産業医の兼任についての制限。1 
人の医師が多くの企業の産業医を兼任している 

例はよくあるが、目的業務に支障があるので、 

制限を提言している。例えば、10事業所以内に 

してはとの話も出たという。

提言5 産業医の選任

第1、現行「常時50人以上の労働者を使用する 

事業場」の規定を「常時30人以上」を目標にす 

るとしている。

論議の過程は、かなり以前から発表(非公式 

に)されていた。

50人以下の事業場は、事業場数の96%、労働 

者数で60%。30人から49人の規模で働く労働者 

数は約470万人、事業場数は119,000であり、こ 

のうち製造業の3万箇所を優先して法制化した

ているというのが64%と最も多いが、雇用は 

27%、派遣•出向は7%であった。

その勤務をみると、原則として毎日勤務と 

いうものが半数近く(46%)で最も多く、つい 

で週1日以上が32%となっている。勤務頻度 

と報酬の関係をみると、最も多い「原則毎日 

勤務」というもののうちでは、年間報酬1,000 

〜1,500万円未満というものが43%と最も多 

い〇

⑤内容別産業医業務従事状況

産業医が従事している業務について、内容 

別に従事時間をみると、最も多くの時間を要 

しているのは「診療」(年間495時間、1回当 

たり3.8時間、年間平均117回)で、ついで「健 

診」(同136時間、1回平均9.2時間、年間平均 

36回)、「健康相談」(同107時間、1回平均3.7

時間、年間平均43回)となっている。なお、 

そのほか「移動」にかなりの時間•回数(年 

間163時間、1回平均2時間、年間平均98回)を 

要している。

産業医のTHPへの関与状況をみると、健 

康測定を担当しているというものが79%と 

最も多かった。

⑥ 事業場の労働衛生関係経费

事業場における人件费を除いた年間の労 

働衛生関係経费をみると、500万円未満とい 

う事業場、50〇〜1,000万円未満、1,000〜 

2,000万円未満がそれぞれ9.5%、2,000 ～ 

5,000万円未満が10%で、1億円という事業場 

も4%あった〇

⑦ 産業医活動を行うための条件等

自分の産業医活動について、「十分である」

安全t?ンター悄W93年4月号7



特集パ産業医のあり方を考える

と思っているものは42%であった。

産業医研修を受けたことがあるというも 

のは88%にのぼっており、その8割は日本医 

師会の行っている認定産業医研修であった。 

⑧勧告•助言

平成2年中に、産業医の84%は事業者への 

勧告を行ったとしており、そのうち約3割(29 
%)は文書による勧告を行っていた。また、 

平成2年度中の勧告回数は、2〜5回というも 

のが41%で最も多かった。

産業医の事務ラインの相手方は、部門畏ク 

ラスというものが28%と最も多く、ついで取 

締役相当者が21%、部門次畏クラスが19%と 

なっている。

3産業医に関する調査(事業場関係)

調査対象は、従業員30人以上の民営事業場 

から一定の方法により抽出した1,500事業場 

で、回収510事業場、回収率34.0%。

① 事業堪の規模等

事業場の規模は、10〇〜500人未満が32%で 

最も多く、平均857人であった。従業員の平 

均年齡は、35〜39歳が30%で最も多く、平均 

年齡の平均は37歳であった。これら事業場の 

50歳以上の労働者の数をみると、1〜50人未 

満というところが43%で最も多かったが、 

10〇〜499人も約3割(27%)であった。 

なお、これら事業埸のうち43%が有害業務 

有りとなっていた。

② 選任•出社状況

い意向のようだ。

30人から49人までの事業場に産業医を置く 

と、12万人の産業医が新たに必要であるが、日 

医の認定産業医を兼任産業医にすれば可能であ 

ろうとしている。

これが今回の報告の目玉であり、将来、法制 

化されれば、労働省としても一定の成果となる 

提言である。

第2は、産業医の選任義務のない事業場につい 

ては、「共同退任制度」を提言している。将来的 

には、労働省の末端機構と日医で作る「産業保 

健センター」と「かかりつけ医Jでカパーしよ 

うという構想であり、現在の労働衛生相談医モ 

デル事業の成果の延長上に考えているようであ 

る。各都市でいくつか試み始められている健康 

開発センターでカパーされていくかもしれない 

(第3セクター方式)。

第3は、大企業事業場の専属産業医に関する提 

言である。

現行の、常時1千人以上は1名、3千人以上は2 
名という規定では、1万人でも2名でカバーしな 

ければならない。2千人に1名としてしてほしい 

という提言。大規模事業場の産業医の本音であ 

ろぅ。

第4、6、7(略)

第5は、総括産業医の選任について。複数産業 

医を選任すべき事業場では、责任と権限を明確 

にしてほしいという要望である。

提言6産業医の選任の塌

複数の分散事業場、構内下請•重眉下請の労 

働者に対し、本社あるいは元方の産業医がカパ 

一できないかとの提言である。

構内•重眉下請は小集団の労働者で構成さ 

れ、現在でも元方事業所の産業医の産業保健サ 

ービスが実施されていることも少なくなく(费 

用は下請がもっている場合が多いが)、これを明 

文化したいという；;'とである。
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提言7 産業医の処遇と身分保陣 

第1は、産業医の解雇制限について。

少数ではあるが、労働者の健康障害防止に熱 

心のあまり、事業主に解雇されたケースは実際 

にあり、これについてなんとかならないかとの 

提言。

第2は、報酬についての要求である。

同僚の臨床医に比較して、あまりにも安い専 

属産業医の給与、また、嘱託医にしても、極端 

に低い報酬や盆•暮に酒一本程度の寸志ではや 

る気がおこらんという(ざっくばらんに言えば) 

要望だろう。

第3は、嘱託産業医の通災•労災についての要 

求。これについては、内心の心配はあるが、事 

例がないと、ウヤムヤ。

提言8企業における産業医の職務支援体制づ 

くりの必要性

第1は、衛生管理者、保健婦•ナース、また、 

仕事場の確保についての提言。

産業保健は、チーム体制で進めるものであり、 

また、仕事場のスペース、設備が必要である。 

第2は、産業医の研修に対する事業主への要 

求。

時代とともにかわる産業医に対する要請に対 

して、生涯研修の時間と费用を事業所に要求し 

ており、事業所の配慮が必要だと述べている。

第3に、事業所のオフレコになっている(産業 

医に知らされていない)有害物質や有害作業等 

について、労働者の健康上問題になることは産 

業医に報告すべきであると提言している。 

第4(略)

提言9地域及び都通府県産業保健t?ンター

6点の提言があるが、個々の産業医では手にお 

えない事例などに対しては、都道府県単位及び 

地区医師会単位等で支援センターを作って対処 

していくという提言。

産業医を選任しているとの回答のあった 

事業場は84%で、その産業医の年齡は60歳代 

が33%で最も多く、平均年齡は56歳であっ 

た。また、産業医の勤続年数は6年未満とい 

うところが25%で最も多かったが、30年以上 

も約4%あり、平均は10.5年であった。

喊託産業医の本務についてみると、開業医 

が52%、病院勤務医が40%であった。

また、産業医の事業場への出社状況をみる 

と、年間12回未満というのが25%で最も多か 

ったが、200回以上というのも9%あり、平均 

は66回となっている。

③報酬

年間報酬は、60万円未満というところが4 

分の1(25%)で最も多く、約半数が120万円未 

満であった。なお、報酬について回答のあっ 

た専域産業医(39人)のみでみると、年間報酬 

1,000〜1,600万円というところが最も多か 

った。勤続期問と報酬との間には相関関係は 

みられなかった。

④ 産業医の選任基準

産業医を選任している事業場の選任基準 

をみると、「医師としての社会的評価」をあ 

げる事業場が42%で最も多く、ついで「最寄 

りの診療所の医師」が28%となっている。

⑤ 事業堪の相手方

産業医の事業場側の事務ラインの相手は、 

部門長相当ポストの者が26%で最も多く、つ 

いで部門次長•担当長相当ポストの者が24 
%となっている。

⑥ 産業医の職粍•活動状況

産業医がどのような活動をしているかに

安全Cンター悄報93年4月号9



特集/産業医のあり方を考える

結論、論議はあいまいに終わっている。

提言10産業医の養成施策

産業医の養成、再研修システム確立の要望。 

九州(西日本)の産業医大は遠すぎるので、東 

日本にも研修センターをという要望で、具体的 

に動き始めている。

提言11産業保健業務に従事する歯科医師の問 

題

高齢者にとって特に必要な歯科疾患の予防に 

ついての取り組みを提言している。

提言12産業保健業務に従事する保健婦•看護 

婦等の問題

現在でも事業所で産業保健に従事している、 

保健婦は1200人、看護婦は7000人。この地位、 

能力の活用、位置づけを重視すべきとの提言。 

多くの労働者についての情報は、保健婦•看 

護婦が有しているので、位置づけを明確にする 

ことを提言している。

提言13国が講じるべき措®等

3点を提言しているが、国が企業に対して、産 

業保健を重視することが企業にとってコスト • 

ベネフィットする(得をする)という認識を促進 

すべきだとの提言。

3提言の積極性と問題点

私は、臨床医として25年、時間のとれるかぎ 

り嘱託産業医、相談医などを23年やってきた。 

お茶やお花の先生のように特別な資格の趣味 

もないが、労働衛生コンサルタント、作業環境 

測定士、日医認定産業医も、町医者だと虚仮に 

されない程度にとりもしたが、ツメのあかほど 

の役にも立たなかっ■た。

ついては、ほとんどの事業場(96%)が、健診 

の評価、健康管理を行っているとしている。 

健康診断も80%に事業場が行っているとし 

ており、健康教育(74%)、職場巡視(72%)、 

作業環境に関する助言(73%)、職務適性に関 

する助言(71% )等約7割の事業場が行ってい 

るとしている。

これら産業医の活動に対して、81%の事業 

場が満足していると回答しているが、不満の 

事業場も19%あった。その不満の内訳をみる 

と、職場巡視や安全衛生委員会に来てくれな 

いというものが35%で最も多かった。

⑦事業場側が望む事項

事業場が産業医に望む知識としては、臨床 

医学関係では、内科学、精神科学がそれぞれ 

28%、基礎医学関係では、労働生理学が31%、

労働衛生学関係では、「作業環境管理」(26 
%)、「健康管理」(25%)、その他では、「健 

康教育方法論」(23%)等となっている。

産業医の研修や学会出席のために旅费等

を負担しているという事業場は29%あった。

4産業医に関する調査(企業関係)

調査対象は、東証一部上場企業から無作為 

に抽出した200社で、回収50社、回収率25,0 

%〇

①企業規模等

企業の規模は、5,000～10,000人未満が42 
%で最も多く、平均は10,858人であった。従 

業員の平均年齡は4〇〜41歳のところが30% 
で最も多く、平均年齢の平均は38歳であっ 
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役に立ったというよりも、いろいろ教わった 

のは、職場をよく見、仕事を見て、なじみにな 

って労働者と話をし、名前をおぼえ、その中で、 

何が私にできるのか、できないのかだった。

工場法時代の工場医、労基法による医師であ 

る衛生管理者、1972年の安衛法制定以来の産業 

医と名称はかわっても、その間、結核、じん肺、 

栄養不調、高成長期は産業中毒、振動障害、腰 

痛、頸肩腕障害などの予防と職場の改善に取り 

組んだ産業医、労働衛生医、ブライマリーケア 

医として、少数ながらも職責を果たした先人や 

友人がいた。

先述した疾病は仕事との関係では一対一的な 

原因の見えるものだったが、時代もかわり、健 

康管理■作業管理•作業環境管理と変化し、さ 

らに生物学的モニタリング、トータル•ヘルス 

•ブロモーシヨン•ブラン、メンタルヘルス、 

快適職場環境作り、成人病予防、エイズなど、 

まるで万能医師が要求されだした。

こんなに広範囲な知識•技術を一人の産業医 

に一般にこなせるはずがない。

この変化(産業構成、技術革新、女性•高齢者 

の増大、若年者の価値観の変化など)に対応し 

て、新たな方向が報告の中で述べられたことは、 

産業医にとって、あきらめの時代から一歩前進 

と積極的に評価すべきであろう。

しかし、24年間、数多くの職場を見て、産業 

医はいったいどのような目配り、サービスをし 

てきたのか。はっきり言えば、「医者への悪口」 

ばかり多く耳にした。

検討会報告は、この点について謙虚な反省が

足りない。

いまはやりのインフォームド•コンセントの 

心をもって、現場をよく見、よく話し合い、目 

の髙さを同じくして過去•将来の提言をなすベ 

きであろう。

さいわい、今回の報告については、まとめに 

くかったのかもしれないが、提言に至る諭謎が

た。これら企業の50歳以上の労働者数をみる 

と、1,000人未満というところが38%で最も 

多かったが、1,000〜2.000人未満も34%あっ 

た。髙年齢労働者の割合が最も髙い企業では 

労働者の31%(1,335人)が50歳以上であっ 

た。

②労働衛生管理体制

ほとんどの企業(96%)が労働衛生管理を 

担当する部門をもっており、その部門は人事 

-総務部門であるというところが71%であ 

った。

また、ほとんどの企業(86%)で労働者の健 

康管理関係業務に専門に従事するスタッフ 

として、看護婦を配置しているが、その数は 

5〜9人、1〇〜19人というところがそれぞれ26 
%、1〜4人が22%で、平均10人であった。そ 

の他、保健婦を配置しているところが48%、 

事務員を配置しているところが78%、心理相 

談員等を配置しているところが30%であっ 

た。

③産業医の年齢•処遇等

産業医の年齢は、60歳代が38%で最も多 

く、80歳代も4人いた〇

産業医の社内での地位をみると、部門長ク 

ラスというところが21%で最も多く、ついで 

担当長クラスが20%であったが、役員待遇と 

いうところも4%あった。また、その所属は、 

人事•総務部問というところが35%で最も 

多かった。

産業医の企業側の相手方は、部門長相当ク 

ラスというところが34%で最も多く、ついで 

担当長クラスが28%となっているが、社長又
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特集/産業医のあり方を考える

公開されている点は、情報公開という点で評価 

したい。

いま必要なこととして特にふれておきたいの 

は、提言の末尾で、論議も少なかったようであ 

るが、産業保健婦の役割、地位、勧告権、また、 

養成•再研修等を重視し、産業保健職をもっと 

育てるシステムを考えていただきたいと願う。 

また、専属であれ、嘱託であれ、工学、理学、 

美学など、医師以外の専門職を産業医に準じて 

産業保健活動のスタッフとして導入していただ 

きたい。

さらには、産業医の推萠は、労使の合意事項 

のひとつとして、協定化の方向を追及していた 

だきたい。

最後に、詳細は、§治労の自治体労働と安全 

衛生ブックレットシリーズで私が担当した「産 

業医活動」が近々出ますので、参考に 

してください。

(やましたごろう)

［参考文献］

•「産業医のあり方に関する検討会報告」産業 

医学ジャーナル1992年7月
• 「産業医のあり方に関する検討会報告書をめ 

ぐって」ジュリスト1992年6月15日号
•「労働衛生関連法制度検討委員会」日本産業 

衛生学会1992年2月26日
•「産業医のあり方と産業保健活動」日本医師 

会雑誌1992年12月15日
• 「産業医のあり方に関する検討会報告につい 

て」産業医学ジャーナル1992年9月

.「産業医制度に関するILO.WHOの勧告 

及びガイドラインについて」産業医学ジャー 

ナル1991年9月
•「第2回産業医•産業看護全国協議会」1992年 

10月27日日本産業衛生学会

は専務というところも2社あった。

④ 産業医の業務内容

産業医の企業内での業務内容をみると、傘 

下事業場の労働者の健康診断を行っている 

というものが70%、その事後措置も行ってい 

るというものが66%、傘下事業場の職場巡視 

や必要な労働衛生指導まで行っているとい 

うものが55%、傘下事業場の労働衛生委員会 

へ出席し、必要な助言を行っているというも 

のが53%であった。

⑤ 傘下事業場の産業医との関係等

傘下事業場の産業医の選任は、各事業場に 

まかせているというところが70%、本社で選 

任しているというところが20%であった。

企業内での各事業場の産業医の連携につ 

いては、定期的に会議を開催しているという

ところが46%あった。半数以上(56%)の企業 

では、各事業場の産業医から本社に報告を求 

めているが、その内容は、「健診とその事後 

措置の結果」が54%、「健康相談及び健康教 

育の結果」が38%等となっている。

本社の産業医を各事業場に派遣して指導 

に当たらせているというところも28%あっ 

た。なお、62%の企業では各事業場の産業医 

の業務について、本社が一定の基準を示す等 

指導していた。
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都道府県と地域に産業保健センターを設置

平成5年度労働省の「勤労者の健康確保対策」

労働省(担当：労働基準局安全衛生部計画 

；課)は、昨年8月、平成5年度の施策として「勤 

；労者の健康確保対策の総合的な推進」を発表 

；している。主な内容は次のとおりである。 

；1産業保健活動の活性化

① 産業保健センター(仮称)の設置•運営 

! (参考1参照)

； 産業保健センター(仮称)を設置し、産業医

;等産業保健関係者に対する支援を行うととも 

;に、主として小規模事業場で働く勤労者に産 
:業保健サービスを提供する(7年くらいで全国 

:への設置を完了する予定と伝えられる)。 

； ②産業医研修センター(仮称)のあり方に

； 関する検討

社会経済情勢の変化に伴う勤労者の健康問 

題に対応するため、事業場における健康管理 

:の要である産業医の資質の向上が不可欠であ 

:り、産業医を対象とした勤労者の健康の保持、 

；作業環境の維持管理、作業の管理等に関する 

；高度に専門的な技能の習得のための研修施設 

| (産業医研修センター(仮称))のあり方につい 

:て検討を行う。

i 2脳■心疾患等作業関連疾患に関する対策 

； の推進

； ① 勤労者の脳•心疾患予防対策の推進

(参考2参照) 
: 脳卒中、心疾患等を引き起こす基礎疾患、

i危険要因の早期発見を目的とした循環器系 

；(脳•心疾患)特別健康診断のあり方について 

；総合的に検討を進めるとともに、脳•心疾患 

'の予防について医学的観点のみならず、勤労

者や事業者の意識のあり方等を幅広く検討す: 

るため、各界の有識者からなる会議を設置すi 

る。 ；

②作業関連疾患総合対策研究の推進 ;

作業関連疾患の発症のメカニズム、適切な; 
予防対策を明らかにするための調査研究を推: 

進する。 :

3健康保持増進事業の推進 ;

勤労者の健康の保持増進を図るため、健康； 

測定とその結果に基づく運動指導、保健指導、; 
メンタルヘルスケア、栄養指導による心身両i 

面にわたるトータルな健康づくり(トータル: 

•ヘルス•ブロモーシヨン•ブラン(TH ；

P))を一眉推進する。 j
I

参考2 勤労者の脳•心疾患予防対策 :

1趣旨•目的 :

近年、いわゆる「過労死」は、社会的な問: 

題として大きくクローズアップされ、その対j 

策は焦眉の急となっている。特に、突然死の； 
直接死因の大多数を占める、脳卒中や心疾患; 

等の循環器系疾患の予防は、労働衛生上も、i 

極めて重要な課題である。これらの疾患の発； 

症については、既知の基礎疾患、危険要因を； 

早期に発見し、適切な治療等を行うことによ； 
り、その進行を防止し、さらには、いわゆる； 

「過労死」の発生を減少させることが期待できI 

るとされている。 ；

そこで、脳卒中、心疾患等を引き起こす基; 

礎疾患、危険要因の早期発見を目的とした循; 
環器系(脳•心疾患)特別健康診断のあり方に:

安全tンター情報93年4月号13



特集/産業医のあり方を考える

ついて、総合的に検討を進めるとともに、脳 

•心疾患の予防には医学的知見に加え勤労者 

や事業主の意識のあり方、社会構造のあり方 

等について広く検討する必要があるので、各 

界の有識者からなる会議を設置し、その成果 

を踏まえ勤労者の脳•心疾患の予防について 

幅広く周知する。

2事業の拇要

(1)循環器系(脳•心疾患)特別健康診断のあ 

り方についての検討

①循環器系(脳•心疾患)特別健康診断のあ 

り方検討会

イ本委員会

ロ脳血管•心疾患分科会(2分科会) 

②実地調査の実施

既に循環器系に重点をおいた健康診断及び 

事後指導を実施している企業を訪問し、健康 

診断の実態を把握するとともに、健康診断の 

実績とその効果について調査を実施する。

(2)「勤労者の健康を考える」有識者会議の 

開催

① 有識者会議

② 講演会の開催

(3 )勤労者の脳•心疾患予防普及啓発事業 

パンフレット等の作成

参考1産業保健センター(仮称)構想について

いわゆる過労死問題が社会的に注目を浴び健®問題への関心が髙まる中で、勤労者の日常的 

な健腹管理を的確に実施し、健康を损なうことのないよう事前の予防を充実する必要があるこ 

と、心理的•精神的重圧感を訴える者へのメンタルヘルスケアが重要性を増していること等の 

状況に鑑み、産業医学に精通した産英医並びに産菜保健関係者の機能の十分な発揮等を図るた 

めの組描として、都道府県•地域産業保®センター(仮称)を全国的に展開する必要がある。

①メンタルへルスに ④産業医•産类保陆閱係者の研修(職業

閲する相談

②セミナー

性疾病その他産業保健活動に必要な臨

床研修中心)及びその支援

地域産業保健センター

(仮称)(地区医師会)

① 健康相談窓口の設®

② 個別訪問産業保健指導
J ③産菜保健情報の提供

④コーディネーター(仮称) 

の配K

③廂粟保陆に関する 

広報•啓発

⑤ 廂業保健に関する荇門的相战

⑥ 産槊保健情報の収集及び提供

⑦産業保健教育教材の貸出等

産 菜 医

産業保健関係者

Q
産業医活助一］ 

健康診断 

健康教育

健旗相談等一1

事業主•労働者 50人未満の中小零細事業場
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第3回労働安全衛生字校

宮崎開催から熊本•大分でも
九州各県などから100余名が参加

古谷杉郎
全国安全tンター事粍局長

1月29日から31日に宮崎県日向市で労働安全 

衛生学校を開催した。全国安全センターとして 

は第3回目の学校だが、九州ではじめての開催と 

いうこともあって、地元の旧松尾鉱山被害者の 

会の他、熊本県労働安全衛生センター、(社)大 

分県勤労者安全衛生センターの4者共催とし、九 

州各県評センターと九州労働弁護団から後援を 

いただいた。

定員50名ということで呼びかけたが、総数1〇5 
名の参加を得、うれしい悲鳴をあげた。

終了後の総括会議では、熊本(できれば今秋)、 

大分(来年)、と引き続き4者共催のかたちで、労 

働安全衛生学校を開催していくということにな 

った。もちろん、これらに加えて他の地域で開 

催することも追及していきたい。

今回は地元の要望もあって、多彩な内容を盛 

り込んだ。
⑴川川川 HI 川 HII 川 1111 川 1111111 川 111111111111111111 川 111111111111111 川 111111111111111111111111  川 111111

今日の労災職業病を考える

第1日目は、地元日向の旧松尾鉱山被害者の会 

•平川誠四郎会長の開校あいさつの後、「労災職 

業病の考え方と実務」をテーマに以下の内容。 

①「過労死•メンタルへルスから今日の労災職 

業病を考える」

講師：原田正純氏(全国安全センター議長)

言わば総論的な問題提起をお願いした。まず、 

「精神病の早期発見と治療」として、事例や調査 

結果などを紹介しながら、様々な疾病の特徴、 

診断と治療について正しい認識をもつことの重 

要性を指摘。しかし、これまでのメンタルヘル 

スの問題は「早期発見•早期治療」だけが中心 

とされ、結果として、労務管理的な発想からく 

る「排除」や治療という名の「排除」につなが 

ることが多かった。ストレス,過労死対策など 

も含め、概念を従来より幅広く考え活用し、「積 

極的なメンタルヘルスケア」対策を展開してい 

くことの必要性を訴えられた。さらに、co中 

毒、二硫化炭素中毒の実例や障害等級評価にお 

ける精神症状の取り扱われ方などにふれなが 

ら、制度の改善を含めた「職業病としての精神 

障害」の問題を提起された。いずれ紙面でも紹 

介していきたいテーマである。

② 「週労死労災補儐をめぐる諸問題」

講師：前田裕司氏(宮崎市民共同法律事務所 

弁護士)

③ 「労災保険の仕組みと実務」

講師：西野方庸氏(関西労働者安全センター 

事務局長)

④ 「労災実務トレーニング」

前田、西野両氏の講義の後、実務トレーニン 

グを実施。西野氏が建設現場で被災した相談者、

安全tンター悄W93年4月号15



第3回労働安全衛生字校

飯田氏が地域安全センターや 

労働組合のスタッフの役で寸 

劇を演じてもらい、この事例 

に対してどのようなアクシヨ 

ンをとったらよいか、小グル 

ーブに分かれて討論を行っ 

た〇

川 III 川 1111 川 I 川川川川川川 111111 川 1111111111111111111  川 III

職場改善トレーニング

第2日目は、「『快適職場』と

これからの職場での安全衛生 

「週労死-メンタルへルスから今日の労災職業病を考える」原田正純氏

して「人間工学」「作業環境」「労働時間」の3つ 

を取り上げ、「人間工学」「作業環境」について 

も実例による小グルーブ討論を実施した。

参加者数が予想外に多かったため10班の小グ 

ルーブ(1グルーブ6名前後)を股け、このスタイ 

ルのトレーニングを受けた経験のある各地域安 

活動」をテーマに、昨年東京

で実施した第2回労働安全衛
生学校の2泊3日の内容を1日で凝縮したような 

設定。

⑤ 「ビデオディスカッシヨン」

課題提起：酒井一博氏(労働科学研究所)

⑥ 「これからの安全衡生活動」

講師：酒井一博氏(労働科学研究所)

⑦ 「人間工字」

講師：酒井一博氏(労働科学研究所)

⑧ 「作業環境」

講師：宮北隆志(熊本大学医学部衛生学教室)

⑨ 「労働時間」

講師：酒井一博氏(労働科学研究所)

従来の講師の話を問くだけの受身のスタイル 

から、参加者自身が考え、討論し、答えを出す、 

参加型•実践型のトレーニングへの転換をめざ 

して、今回も、小グルーブ討論をできるだけ取 

り入れた。

第2日目は、まず最初の⑤「ビデオディスカッ 

ション」で、ある職場のビデオをみて「よい点」、 

「問題のある点」一「改善提案」について小グル 

ーブ討論を行ってもらった上で、参加型•実践 

型の「これからの安全衛生活動」についての講 

義(総論)を聞き、引き続き各論の「入門編」と

全センタースタッフを中心にグルーブリーダー 

(司会役)をお願いした。グルーブ討論の結果に 

ついては、毎回、各グルーブで発表者を決めて 

OHP用紙にまとめてもらったが、グループ数 

が多いため、全体会場での発表は各回5グルーブ 

について行った。

各論での討論課題のは次のとおりだった。

⑦ 「人間工字」

「人間工学」についての講義を受け、事例スラ 

イドを見た上で、全国に支店を持つ大企業の書 

類保管倉庫の現在の作業スタイルについて説明 

し、その人間工学的な改善案について討論。

⑧ 「作業環境」

「作業環境」についての基本点の講義を受けた 

後、チェーンソーを使用した木の伐倒作業につ 

いて、スライドを見、騒音暴a計による調査デ 

ータの説明を受け、チェーンソーを実際に駆動 

16安全tンター情報93年4月号

させて騒音を体験してもらった上で、問題に対 

処する手順、騒音対策等について討論。討論結 

果の発表を受けて、さらに作業環境対策の考え 

方について講義を受けた。

購師：久米行則氏(大分医療生協佐伯診療所 

所長)

⑫第3分科会「じん肺•アスベスト」

講師：柳楽 »氏(大分医療生協大分協和病

II 川 1111111111山11111111川11111111111川 11111川川川 II川 II川川 1111川川 1111111111111川 1111111川II 川I 川

職場改善トレーニング

第3日目は分科会形式。

⑩第1分科会「VDT労働」

講師：木村孝文氏(熊本安全センター秋津レ 

ークタウンクリニック所長)

⑪第2分科会「腰痛•頸肩腕障害」

院院長)

⑬第4分科会「外国人労®者の労災問題」

講師：飯田勝泰氏(東京東部労災職業病セン

ター事務局長)/川本浩之氏(神奈川労

災職業病センター)

⑭「職場健康診断の目的と見方」

講師：棚楽 翼氏(大分医療生協大分 

協和病院院長)

今後の労安活動に方向づけ
武田安哉男♦自治労宮崎市職員労働組合

今回の講座で最も印象深かっ 

たのは、「快適職場形成に向けた 

労働安全衛生運動jの方向づけ 

でした。今後の私たちの労安活 

動に向けて、大いに参考になり 

ました。

今までの私たちの運動はまさ 

に、法律準拠型であって、法律 

•通達に照らして不備な点の指 

摘、極論すれば当局のアラ探し 

をしていた気がします。そうい 

った意味では、労安活動に対し 

て、もうひとつ物足りなさとい 

うか組合員に強く訴えられない 

ものがあり、腰を据えた運動を 

構築できませんでした。なぜな 

ら、私たち市役所の職場は一般 

的に、身体の傷害とか生命の危

険が少なく、法律準拠型だけで 

はなかなか労安活動への理解な 

いし運動の広がりがみられなか 

ったからです。

しかしながら、私たちの職場 

は身体への物理的な堪害こそ少 

ないものの、当局の労務管理が 

進んだ結果、精神的に不健康な 

人が増え、自殺による現職死亡 

もいます。ここのところの対策 

を迫られている思いがあったの 

ですが、「快適職場形成に向けた 

労働安全衛生運動Jの講座を問 

き、目を見開かされました。

労安の基本は法律準拠型です 

から、法律準拠の労安活動も引 

き続き強化しながら(現業職場 

を中心として労災がある)、今後

の市職労の労安活動の方向づけ 

を得ることができ、展望を切り 

開くことができました。がんば 

っていきたいと思います。

グルーブ討論で進めた講座の 

あり方についても、よかったと 

思います。現場のビデオをみた 

後のグルーブ討論をしたこと 

で、労安活動が今まで以上に身 

近に感じられるようになりまし 

た。問題に思ったことを素直に 

発表し合い、それを皆で討論し、 

結果を改革に結びつければよい 

と思いました。当たり前のこと 

ですが、実践してみて初めて気 

づくことでもあります。今後の 

労安の学習会で取り入れていく 

つもりです。

最後に、要望になるかもしれ 

ませんが、メンタルヘルスの問 

題をグループ討論でも取り上げ 

てもらいたいと思いました。

私は、保護課で5年間ケースワ 

ーカーをしていたのですが、仕
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第3回労働安全衛生字校

チェーンソーを実限百?動さ音•振動を体w(宮北降^氏)

に、「特殊な病気」のイメージを 踏み出してほしいと思 

取り去る第一歩をこの講座でも います。

管理職にも聞かせたい
中島扶美博♦金厲機械熊本地本西日本製鋼支部

事の上で精神科の保護者をかな 

りケースワークしてきました。 

精神病疾患の治療としては今ま 

での入院させる方法(施設ケア) 

から、できるだけ地域の中で社 

会生活をさせていく中で治療し 

ていく方法(地域ケア)に変わっ 

てきていますが、治療効果は上 

がってきているようです。

ところが問題点もあるわけ 

で、その最大の問題点は、私た 

ち一人ひとりの精神病患者をみ 

る目です。「こわい」「恐ろしい」 

という目で彼らをみることが地 

域での治療を妨げているので 

す。彼らは決してこわい人では 

なく、むしろ傷つきやすく、逆 

に私たちを「こわい」人と思っ 

ている気の優しい人ばかりで 

す。

このように、メンタルヘルス 

を語る場合に最も必要なこと 

は、精神病を特殊なこと、特殊 

な人だけがかかる病気という私 

たちの意識を変えることです。 

これから、このメンタルヘルス 

が、快適職場の形成という意味 

で大きな課題になるだろうと思 

いますが、精神病は特殊な人の 

病気ではないということになれ 

ば、例えば、職場でノイローゼ 

気味の人も回りの目を気にする 

ことなく治療に専念できること 

になるだろうと思います。

メンタルヘルスについても講 

義だけでなく、より実践的な方 

法を検討していただくと同時

働く私たちにとって安全で衛 

生的な仕事というものは、世の 

中に生を受け、豊に暮らしてい 

く基本でもあります。私の場合、 

会社の中で、会社の方針を背負 

い生産努力や改善には精一杯の 

汗を流しますが、しかし、その 

ために病気や怪我にあうことだ 

けは避けたいと思っています。 

そうした労働者側から感じた今 

回の安全衛生学校は、今までの 

こうした学習会とは大違いの納 

得できる収穫でした。

あらゆる角度から分析された 

作業姿勢の一挙手まで見すえた

(I L0)マニュアルには感心し 

ました。ビデオデイスヵッシヨ 

ンはすぐ役立つものです。小グ 

ルーブ討論の中で飛び交う方言 

には笑わせられました。言葉で 

は表現できない何かがありまし 

た〇

この学校の意味が分かれば分 

かるほど、それをどういう場に 

ぶつけたらよいのか、3日目頃に 

は、それを考えていました。そ 

の場が安全衛生委員会です。

この委員会が、管理者のアリ 

パイ作りや監督者向けのもので 

はなく、労働者も含めて本気で 
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話し合え、本当に無災害に通じ 

るのかどうか、過労死のおそれ 

はないのかどうかなど、これら 

が発生する現場で、管理職たち 

をわれわれと同じ立場の認識に 

立たせる方法が少しばかり身に 

ついたような気がします。

私たち底辺労働者は、もし指 

が曲がったら、また、難聴にな 

ったら一生苦しまなければなり 

ません。このような労災に打ち 

勝つためには、日常の仕事を通 

じてどんなチェックポイントが 

必要か、もっと掘り下げてみた 

かった。

そこで自分なりに思ったこと 

は、どんな小さな赤チン災害で 

も、あるいはたいしたことはな 

いギックリ腰でも、その発生状 

況を職場全員に知らせる手段を 

工夫して作ることが大切だと言 

うことです。その意味でも、管 

理職の方にも、今回の学校を聴 

いてもらいたいと思いました。

もうひとつ、人間工学にも大 

変興味を持ちました。しかし反 

面、仕事に対する労働者として 

の喜びや誇りという部分も出し 

てもらいたかったと感じまし 

た。

そういう面も含めて、職場の 

中でできるだけ多くの仲間と一 

緒に、真の安全衛生とは何かと 

いうことを問い続けていきたい 

と思いました。

私のようなレベルでは、体を 

動かすことには慣れています 

が、文章とかレポートとかでは、 

頭で思っていることの10分の1
も出し切れませんでした。許し

ていただきたいと思います。参 

加させていただきあり

がとうございました。 佛

権利確立の闘いとして
河野康臣♦大分県評センター宇佐地区労評

今、多くの労働者•労働組合 

が、反合理化の闘いを放棄し、 

労働者は職場から安全を確保し 

身体を守る闘いがなくなり、労 

災•職業病は後を断たない野放 

しな状態であります。さらに、 

時間短縮の陰に隠されたサービ 

ス残業、家庭に持ち帰る残業等 

で実質勤務労働条件は著しく低 

下しています。権利あって行使 

なし、の状態であります。

多くの労働者が「怪我と弁当 

は手前持ち•本人不注意論」と 

いう考え方、さらに労働環境の 

変化(仕事の分業化、要員削減) 

は、労働者を仕事人間に駆り立 

て、一人ひとりの労働者が仕事 

への责任を持たされ、自分から 

労働強化に追い込まれる状況を 

作り出しています。80年代以降、 

特に、労働者の権利意識は希薄 

になっています。

このような労働運動•労働者 

の今日の状況を見れば、われわ 

れ自ら一人ひとりの労働者が自 

主的に職場の安全衛生の問題を 

自分自身の問題とし、それだけ 

でなく、人間性の回復をも含め 

た職場の労働安全衛生確立の問 

題としてとらえ、権利確立のM 

いとして職場から実践すること 

が求められています。そのこと 

からも今度の第3回労働安全衛 

生学校は、職場環境を少しでも 

改善する足がかりになれば、参 

加者はその第一歩になったので

€

快適職場と関連づけて
笹生達朗♦京都•労災福祉センター

今回の労働安全衛生学校に参①「労災実務トレーニング」 

加して気づいたいくつかの点にでは、実際に休業補償給付、療 

ついて述べたい。 養補償給付などの申請用紙等も
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第3回労働安全衛生字校

使用するなど、より細部にわた 

る具体的.実践的トレーニング 

が採用されるべきだろうと思え 

た。

② 「快適職場とこれからの 

職場での安全衛生活動」では、

2人の講師によるポイントの説 

明がなされたが、それとは別に 

昨年労働安全衛生法施行2Q年目 

を節目に、同法が改正され「快 

適職場環境形成の措置」が盛り 

込まれたこと、その「指針」に 

ついての意義も含め説明があっ 

てもよかったのではないだろう 

か。今回の学校の参加者に配布 

された資料集には入っていた 

が、それを知らなかった人もい 

たのではないだろうか。

③ この種の研修会を実施す 

るに当たっては、主催者側の方 

でも十分意識されていたと思わ 

れるが、次回からは安全衛生活 

動に実践化トレーニングの中に 

是非、実際の職場見学をプログ 

ラムとして組み入れられること 

を期待したい。より効果的なグ 

ループ討論を通し、自らの職場 

改善に役立てることが実現でき 

るのではないだろうか。

④今回の「快適職場とこれ 

からの職場での安全衛生活動」 

と題した職場改善のトレーニン 

グに参加して次第に見えてきた 

ことについて述べたい。それは、 

私たち自身に「価値観の転換」 

が迫られているのではないだろ 

うかということだ。前述した地 

方自治体における空き缶の処理 

施設の必要性や、森林でのチェ 

ーンソーによる伐倒作業に伴う 

振動や騒音は、つまるところ物 

の使い捨て、人の使い捨てとい 

う現在の私たちの生活のあり様 

に深く根差した問題を浮き彫り 

にしており、その本質には大量 

生産、大量消費の経済構造があ 

る〇

「効率性」や「生産性」を第一 

義的に重視する支配的な価値観 

に対し、必要なときには、それ 

を犠牲にしてでも労働者の健康 

(心の健康も含めた広い意味で 

…)や生命を何よりも大切にし 

ようとする対抗的な価値を提示 

することではないだろうか。そ 

のためには、そうした社会的コ 

ンセンサスづくりが必要であ 

り、それに応じたシステムづく 

りが、この国で進められる必要 

がある。労働災害や職業病の予 

防から補償にいたる一貫した法 

体系もその具体的表現のひとつ 

になるだろう。

そうした意味では、今日の景 

気の後退局面に際し、これを契 

機に私たちが慣れ親しんでいる 

物豊かで、より便利な「サービ 

ス過剰社会」のあり様を反省し、 

もうひとつの社会のあり様やも 

うひとつの働き方を求める新し 

い「価値」の探究•創造をも視 

野に入れた安全衛生活動の理念 

がたいせつなのではないだろう

4.20 ノンアス•フェステイバル

シンポジウム(13：30〜16:30) 示.相談コーナー(10:30〜16:30)
「ノンアス社会への展望」

横山 邦彦氏(国立近畿中央病院•医字博士) 

平居 孝之氏(大分大字教授•工字博士) 

く1、沢徳太郎氏(スウェーデン大使館)

広瀬弘忠氏(東京女子大字教授)

代替品コーナー

アスベスト判別コーナー

自宅、学校、職堪の吹付けWをお持ち下さい

アスベスト何でも相談コーナー

ピデオ•パネルコーナー

会場/東京•渋谷区立勤労福祉会館 

主催/アスベスト規制法制定をめざす会
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自動車組立ラインで中皮腫
広島春ひろがるアスベスト被害

•47歳の若さで

昔なつかしいオート三輪など 

の組立ラインでの作業中、エン 

ジン回りの断熱材として使用さ 

れていたアスベスト(石綿)に暴 

露したことが原因で、がんの一 

種である悪性胸膜中皮腫にかか 

り死亡した労働者の遺族が、2月 

2日、広島中央労働基準監督署に 

労災申請を行った。

申請したのは、自動車メーカ 

一のマツダ(旧東洋工業)で働い 

ていた宮野音裕さんの夫人の睦 

子さん。自動車産業でのアスペ 

スト労災発生としてはじめての 

ケースと考えられる。宮野音さ 

んは、東洋工業を退職して約6年 

後に発症、1988年2月、広島市民 

病院で悪性胸膜中皮腫のため亡 

くなられた。47歳だった。

•石綿暴露は明らか一当時の同 

僚も証言

労災申請に協力している広島 

労働安全衛生センター提出の意 

見書によれば、

「被災者(宮野音さん)は、昭和36 
年に東洋工業に入社。軽三輪. 

軽四輪トラックの組立ラインで 

通算10年余り(昭和36〜47年)従 

事しており、その後組立ライン 

や手直し作業に約3年(昭和48〜

50年)、自動車整備に1年間従事 

するなど18年間自動車産業に関 

与しています。

特に被災者は、昭和36年入社 

から昭和47年頃までキャビンエ 

程でのキャビン内の艤装作業に 

従事している。当時の上司の証 

言によれば、軽三輪、軽四輪の 

流れ作業での被災者の作業位置 

から1メートル余りの距離を隔 

てた所で、エンジンカバーのア 

スベストの張り付け作業が行わ 

れている。このアスベストの張 

り付け作業は、接着剤をエンジ 

ンカバーに塗布して軽く叩き、 

はがれないようによく押さえる 

等の作業から、周辺は相当量の 

アスベストが発じんしていた実 

態があります。

また、アスベストを張り付け 

たエンジンカバーは、次工程へ 

の運搬作業を省略するために近 

接位®で作業をしているキャビ 

ン内に持ち込まれていた。キャ 

ビン内の艤装作業の実態は、複 

数の作業者がそれぞれインパク 

テレンチを使用してポルト、ナ 

ット等の締め付け作業を行うた 

めにインパクトレンチから吹き 

出すニアーは、狭いキャビン内 

に持ち込まれたエンジンカバー 

に張り付けられたアスベストの 

粉じんを巻き上げていた。

また、当時は、安全対策とし 

ての安全靴•安全メガネの着用 

はあったが、防じんマスクはな 

かった。しかし、あまり作業周 

辺の発じんがひどいので昭和37 
年頃に医務から布製のマスクを 

もらい、着用するよう指導した 

が、作業がしにくいなどからほ 

とんど着用はしていなかったこ 

となどの証言も得られました。」 

ということで、職場でのアスベ 

スト暴露は明らか。 

壽そろった証拠

死後解剖による病理組織検査 

で、肺内にアスベスト小体が組 

織5グラム中に10590本確認され 

ていることも職業赛探を裹付け 

ている。

広島労働安全衛生センターの 

会員を通じて、宮野音さんが従 

事していた当時に生産された旧 

東洋工業製軽三輪KTBA43型(運 

輸省認定番号1054)が県北にあ 

ることを確認し、その軽三輪卜 

ラックの構造(ビデオ撮影)やエ 

ンジンカパー内側被覆材及びエ 

ンジンルーム内側被覆材のサン 

プルを採集。

これを大阪府立公衆衛生研究 

所に分析依頼したところ、7〇〜 

80%のクロシドライト(青石綿) 

が検出されている。

以上のように、遺族をはじめ 

関係者の努力によって、職歴、 

医学所見、分析結果と、ほぼ完
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〇 〇

〇

〇 〇

人の「死」

というもの

はたとえよ

うもなく悲 

しいもので 

石綿が使用されているマツダのオート三輪

璧に近い証拠がそろったわけ 

で、労基署は一日も早く労災認 

定するべきだ。マツダは申請時 

点では、事実関係の調査を理由 

に事業主証明をしなかった。自 

動車のノン•アス化を進めてい 

るといっても、被災者の救済に 

速やかに協力しないようでは、 

何のためのノン•アス化か問わ 

れることになろう。

•宮野音さんだけでない

宮野音さんは、2年前の全国ア 

スベスト110番で広島労働安全 

衛生センターに電話をかけてこ 

られたことがきっかけとなっ 

た。広島センターによると、1991 

年にも、職歴29年の東洋工業現 

場社員が悪性胸膜中皮腫で死亡 

している例があり、マツダ以外 

にも被災者発生の可能性が考え 

られる。アスベスト規制を求め 

る運動の点からも重要な労災認 

定の取り組みであり、注目され

す。老衰、

交通事故に

よる突然の

死、事件に

まきこまれての死、様々な死に 

方があります。

中でも仕事に最も充実した時 

期を捧げた挙げ句にやってくる 

労災による死、これほど残され 

た者を悲しませる死はありませ 

ん。私は最近その労災により夫 

を亡くした一人の女性に会い、 

そしてその女性の涙を見まし 

た。

企業がその方向性を変えるに 

は、大きなエネルギーを必要と 

します。しかし、利益の追及に 

费やすエネルギーや経営方針の 

変革に使うエネルギーは出すこ 

とのできる企業が、なぜ労働者 

の健康を守るためにエネルギー 

を使おうとしないのか。そして 

なぜ、宣伝に関しては素直に礼 

儀正しく、正面から意見をぶっ 

つけてくるのに、ミスや失敗、 

過ちを犯した時には逃げようと 

するのか…。

アスベスト被災によって夫を 

亡くした女性にあった私は、は 

じめてアスベストについて勉強 

しました。そして「マツダ」の 

話を間きたくなりました。半ば 

強行にマツダを訪れた私を迎え 

たのは、マツダの幹部1人、課長 

2人、産業医の合せて4人でした。 

「こちらには医学の専門家が 

いる。何を若造が言いに来たの 

か」と言わんばかりの圧力でし 

た。私はセンターの資料と少な 

い私の知識を合わせてぶつかり 

ましたが、先方は「調査中」の 

-点張り、全く話になりません 

でした。それどころか、「当社は 

アスベストは部品として取り寄 

せており、車の製造の過程では 

使用しない。したがってマツダ 

の従業員からアスベスト被災者 

が出たとは考えにくい」と話し 

ました。実に悲しいこの企業姿 

勢。私はセンターが一生懸命調 

査収集された証言、さらには当 

時のマツダ車に使用されている 

アスベストの確認作業等の事実 

に対して、ここまで言い切る「マ 

ツダ」の態度にいささかあきれ 

てしまいました。

今や、造船業界にとどまらず、 

自動車業界にも被災が進んだア 

スベスト。私は、この悲惨な状 

況に目をそらさずアスベスト全

廃運動に参加していきたい思い 

を新たにしました。

広a労®安全衝生tzンター会員
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くらしの相談何でも
新潟•安全衛生t?ンターが新事業

現代社会の複雑で激しい動き 

•価値観の大きな転換の中で、 

人々は、家庭や職場•地域でさ 

まざまな悩みや問題を抱えてい 

る。しかもそれらは単純なもの 

ではなく、多方面の分野にわた 

る複雑なものが多くなってい 

る。たとえば、高齢者福祉の問 

題は医療や家庭の問題と密接に 

つながっているし、家庭の問題 

といっても教育•住宅•相続か 

ら家族関係や、価値観•心の問 

題にまで広がっている。また、 

しごとや事業の問題、食品や環 

境の問題、消費者問題等々、数 

え上げたらキリがない。

(財)新潟県安全衛生センター 

は、環境•公害問題の調査•研 

究、安全衛生知識の教育指導• 

普及を主たる目的として設立さ 

れた公益法人。その後の時代の 

推移の中で、環境•公害問題を 

はじめ、こころ•からだ•財産 

の安全と安心の問題は、市民に 

とって一層広範で重要な問題と 

なってきている。そのような状 

況の中での社会的要請にこた 

え、「くらしの相談•にいがたJ 
(市民生活•相談•情報•あっ 

せん•センター)の新事業分野 

を展開することになった。

番話での対応に追われ
る再ft理事の高見さん

「くらしの相談•にいがた」は

東京東部労災職業病センター 

は、関係労働組合に呼びかけて、 

2月16日に「か学物質等の危険有 

害性等の表示に関する指針」(92 

年10月号参照)についての学習 

会を開催した。以下は、参加さ 

れた富士アミドケミカル労働組 

合の渡辺秀雄さんからの寄稿。

〇

50種類近くの化学物質を使用 

している中小合成化学工場の労 

働組合として、例会のテーマは 

興味深いものでした。

誰でも会員になることができ 

(入会金6000円、年会费1万円)、 

会員はいつでも電話や来訪して 

無料で相談や情報を得ることが 

できる。各分野の専門家•実務 

経験者も会員になって、相談ス 

タッフとして交替でアドバイス 

や援助•情報提供の協力をし、 

互いに「市民のホーム•カウン 

セラー」になるという会員制の 

システム。

昨年10月15日に新潟市内で発 

会式を持ち、スタート。マスコ 

ミにも広く取りあげられたが、 

新たな事業を軌道に乗せていく 

ために全力を投入して 

いる。

(新潟県安全衛生t?ンター)

これまで私たちも安全衛生委 

員会を「第3の団体交渉の場」と 

考え、設備の改善•安全教育の 

徹底•健康診断の充実などを要 

求し、一定の成果を得てきまし 

た。それは、例えば新しい品目 

の製造や工程の変更•設備の更 

新時には事前に使用する化学物 

質の物性や毒性、取り扱い方、

作業工程等をフローシート等で 

会社側に説明させ、設備の稼動 

前に安全衛生員会で点検するこ 

とが労使間の慣行となってきた

全化学物質のデータシートを請求 

東京•化学物質表示制度学習会から行動へ
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ことです。

しかし、労使の議論が有害物 

質に「暴露」しないための設備 

とか保護具の選定など「対症療 

法」に落ち着きやすく、「どうし 

ても生産に必要な化学物質か」 

「もっと使用量を滅らせないか」 

「体に害は」という私たちが本当 

に知りたい核心に迫ることので 

きない「イラダチ」がいつも残 

っていました。

原因は化学物質等の情報が会 

社側から一方的に与えられ(し 

かも不完全な)、それが私たちの 

唯一の判断基準だというところ 

にあると思われます。「安全デー 

タシート」によって化学物質の 

情報が、より詳しく私たち自身 

で知ることができ、危険性の評 

価についての蓄積が可能となれ 

ば、それを武器にして安全衛生 

活動をさらに前進させることが 

できます。

2月定例安全衛生委員会で、例 

会の内容にふれながら現在使用 

している全化学物質の「データ 

シート」を取り寄せるよう申し 

入れ、了承されました。

最近「偶然」にある有機溶剤 

の「データシート」を手に入れ 

ることができました。この溶剤 

を使う製造工程は、全体に装® 

の近代化が進んでいない職場の 

中にあって、作業時間も長く設 

備の老朽化に伴って作業環境も 

悪化し、日頃から「改善』を要 

求しているところでした。要員 

の配置をめぐる交渉の最中に、 

この溶剤が不妊症を引き起こす 

恐れがあるという新しいデータ 

が出され、メーカーが説明に来 

たという話を問き出し、さっそ 

く安全衛生委員会の議題にのせ 

「データシートJを提出させまし 

た。それによると話のとおり「動 

物実験で生殖毒性が認められる 

こと」、アメリカで「許容濃度が

25ppmから5ppmJに引き下げられ 

たことなども明記されていまし 

た。現在会社測に具体的な設備 

の改善を検討させているところ 

です。

今後「データシート」を基礎

に危険性の評価や対策等の学 

習、交流の場の設定を

希望します。 €
(「東部労災職業病」第133号)

厚生•通産も表示制度麵
労働省•化学物質データシートで追加通達

S発第43号
平成5年1月21日 

都道府県労働S準局長殿. 

労働省労働基準局長

x參繼今^^^赛*繼緊^^鴻鑛;攀

化学物質等の危険有害性

等の表示に関する指針の

運用について

化学物質等の危険有害性等の 

表示に関する指針(平成4年労働 

省告示第60号。以下「指針」と 

いう。)については、平成4年7月 

1日付け基発第394号通達により 

留意事項を指示したところであ 

るが、さらに下記の事項にも留 

意の上、その運用に遺憾なきを 

期されたい。

記

1 指針に基づく事業者に対す

る個別具体的指導について

(1) 指針の運用開始にっいて 

は、その周知に必要とする期問 

を考慮し、また、厚生省及び通 

商産業省が共同で来年度から化 

学物質に関する同様の表示制度 

を実施する予定であること、現 

在ガットスタンダード協定第2 
条に基づく事前意図公告の手続 

きをとっていること等から、本 

年4月1日から行うこととしてい 

ること。したがって、それまで 

の間は周知に努められたいこ 

と。

(2) -部の塗料又はインキのよ 

うに多種類の化学物質等の混合 

物であり、かつ、譲渡し、又は 

提供する製品が多種類にわたる 

場合には、本年4月1日以後数か 

月間の準備期間を経て化学物質 

等安全データシートの作成が行 
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われるよう指導して差し支えな 

いこと。

(3)現在、指針に関し前記(1) 
の事前意図公告の手続きをとっ 

ており、当該手続きにおいて、 

指針の内容等について外国関係 

者からの意見提出があった場合 

は、当該意見について検討され 

るものであること。また、当該 

手続きに関する事務は全て本省 

化学物質調査課で行うものであ 

ること。なお、当該手続きの結 

果、指針に関し特段の変更がな 

い場合には、指針の運用に関し 

改めて指示は行わないものであ 

ること。

2指針の内容について

指針別表「10特定有害性」 

には、愷性毒性(人に慢性中毒を 

起こすおそれのある性質をい 

う。)が含まれるものとして取り 

扱うこと。

3その他

平成4年10月1日付けで、本省 

化学物質調査課に化学物質情報 

管理官が配置され、化学物質等 

の危険有害性等の表示制度の普 

及その他当該制度に関する事務 

で専門的事項に係るものを行う 

こととなったので、表示制度に 

関する問い合わせ等は化学物質 

情報管理官宛て行われたいこ 

と。

(注:本通逢に関連し、平成5年 

1月8日付け通商弘報に揭載され 

た事前意図公告は次のとおり) 

【通商弘報】

規格•基準などの事前意図公告 

(この公告は、スタンダード協定 

第2条5、1に基づくものです。)

化字物Hの安全性の情報提供に 

関する指針の制定について

(PUB-NOT 93-1 5.1.8) 
下記のとおり、化学物質の安 

全性の情報提供に関する指針を 

定める予定ですので、お知らせ 

します。ご意見のある場合には、 

理由を付して文書でご提出下さ 

い。提出されたご意見は十分検 

討の上、必要があれば公告され 

た内容の修正があり得ます。な 

お、平成4年7月1日付け労働省告 

示第60号の指針の修正を求める 

意見についても検討されます。 

1件名

化学物質の安全性の情報提供 

に関する指針の制定

2対象品目

化学物質(元素、化合物及びそ 

れらの混合物(天然であるか合 

成であるかを問わない。)をい 

ぅ。)

3趣旨

化学物質の取扱いに関する安 

全性の向上を図るため、化学物 

質の安全性の情報提供に関する 

指針を制定する。指針に基づき、 

化学物質を譲渡し、又は提供す 

る事業者が講ずる措Kは以下の 

とおり。

(1)危険有害な化学物質を譲渡

し、又は提供する際に、相手方 

に、当該化学物質の有害性及び 

安全上の予防措置等を記したデ 

-タシート(以下「安全データシ 

-卜」という。)を交付すること。 

なお、同一の相手方に対し、 

継続的に同一の化学物質を譲渡 

し、又は提供している場合は、 

安全データシートを再度交付し 

なくてもよい。

(途中省略)

(2) 危険有害な化学物質を譲渡 

し、又は提供する際に、その容 

器、包装等に当該化学物質に関 

する取扱い上の注意等を記載し 

た表示を行うこと。

(3) その他

化学物質の名称等の表示 

4施行予定日

平成5年4月1日より施行予定 

5意見提出先

① 厚生省生活衛生局企画課生活 

化学安全対策室

〒100東京都千代田区霞が関 

1-2-2

TBL03(3503)1711内 2417
② 通商産業省基礎産業局化学品 

安全課

亍100東京都千代田区霞が関

1-3-1
TBL03(3501)15U 内 3231〜3 

③労働省労働基準局安全衛生部 

化学物質調査課

亍100東京都千代田区«が関

1-2-2 
TBL03(3593)12U 内 5510

6意見提出期限

平成5年3月12日
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各地の便り

高槻•豊中の6名に公務外
大阪•指曲がリ症第2次認定

地方公務員災害補償基金大阪 

府支部は、1月に入って、指曲が 

り症として認定申請中だった、 

高槻市職、豊中市職の給食調理 

員各3名に対して、「公務外」決 

定を本人に通知してきた。

的に定めたこの認定基準は厳し 

く批判されなければならない。 

各労働組合は、今回の公務外決 

定に対して不服審査請求に取り 

組み、自治労大阪府本部として 

も今後取り組みを継続強化して

いく方針だ。

また、全国的動向は、165名の 

認定申請者中、昨年10月の第1次 

認定では58名中24名(安全セン 

ター情報93年1月号参照)、今回 

の第2次認定は33名中7名、合計 

すでに91名中31名公務上認定と 

の結果が出ており、今後、大阪 

においては、大阪市関係の27名
にどのような決定が出

されるかが注目される。

(関西労働者安全センター)

この公務外決定に対する抗議 

交渉が2月10日、高槻市役所で行 

われた。地公災基金事務局は公 

務外とした理由を説明したが、 

それは、経験年数と調理員1持ち 

の食数を基準とした、非常に機 

械的画一的な認定基準を設定し 

た上で判断したという内容だっ 

た。例えば、単独校調理場の場 

合、「調理作業に従事した各年度 

において平均調理食数(1人持 

ち)が200を超える年度が相当数 

あること。ただし、同規模施設 

の全国平均調理食数より少ない 

場合を除くJとしている。つま 

り、200食を超えても、さらにそ 

の年の全国平均を超えないとだ 

めだということであり、認定の 

幅を極めて狭く、つまり、政治 

的に定めているといえる。認定 

者を減らし、指曲がり症が調理 

員に多発している現実を隠そう 

とするものでしかない、こうし 

た認定方式は、多くの未救済者 

を生む。地公災基金本部が内部 

孫請けで危険•過酷な労働
東京參江東区ガス爆発事故の出稼労働実態

東京都江東区の地下水道工事 

現場で起きたガス爆発事故で死 

傷した出稼ぎ者5人の作業は、孫 

請け会社の、昼夜2交替、地下で 

の危険な行動掘削作業の最先端 

の作業だった。死亡した原田兄 

儀さん(56歳)、雄基さん(30歳) 

父子らの労働実態などについ 

て、深川警察署でも調査を始め 

た。

原田さんらが従業員として働 

ていた現場は、東京都水道局が 

発注、これを、鹿島建設•熊谷 

組•鴻池組の共同企業体が受 

注。これを東京•渋谷区の大綱 

建設(佐々木孝社長)が下請し、 

そこから、今回事故を起こした 

高正工業(高田正雄社長)が下請 

けしていた。

原田さんらの勤務状況にっい 

ては、深川餐察署で現在調査中 

だが、勤務は午前8時から午後4 

時、午後4時から午前零時の2交 

替。原田さんらは、勤務を終え 

る直前の午後11時半に、ガス爆 

発事故にあった。

原田さんらは、地下27メート 

ルの所で坑道の掘削作業をして 

いたが、雄基さんは1月11日から 

勤め始めたばかりで、ほぼ初め 

ての作業だった。東京労働基準 

局も、今回、雄基さんらが、ガ 

ス爆発の危険のあるこうした作 

業についていたことに関心を持 

っている。

〇

亡くなった原田さん親子ら 

は、勤め先の高正工業の裏のア
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パートの3階に、残された妻•レ 

イさん(52歳)と3人で住んでい 

た。同工業近くに住む主婦は「出 

稼ぎに来ていた人は、今度、新 

しい宿舎ができることになっ 

て、出稼ぎのみんなで一緒に住 

めるんだ、と喜んでいたのに」 

と突然の事故に肩を落としてい 

た。

〇

今回の事故に関して、全国出 

稼組合事務局次長の御知合二郎 

さんは「出稼ぎ者がもっとも危 

険な場所で働かされる下請けの 

制度が問題」と建設業界の下請 

け構造を批判。「一番大事なこと 

は、元請会社と工事発注主の東 

京都の责任をはっきりするこ 

と」と厳しく指摘。「责任をはっ 

きりさせないと、また同じよう 

な事故が続くだろう」と警告し

€
「日本膿業新間」1993年2月4日

全国安全センターの副議長である井上浩さんは、1948年から78年までの30年間、労働基準監 

督官として労働基準行政の第一線で活躍されてきた。井上さんの著書『労働基準監督官日記』 

をお読みになった方も多いはず。編集部では、以前から、同著であまりふれられていなかった 

労災職業病•安全衛生問題について書いていただけないかとお願いしてきたが、いよいよ実現 

の運びとなり、次号から連載します。乞う御期待。

「わたしは1979年8月に『労働基準監督官日記』を出したが、これには次のような若干の不満 

があった。

1 在職中に出さないと意味がないと考えて原稿を渡していたが、出版社の都合で退職後とな 

った〇

2 中元、歳暮等についても詳細に書いてあったがすべて削除された。

3スターリン批判は早くからやっていたが、そんなはずはないとその部分が削られた。

4 ‘‘哀歓”を“哀感”と変更されたりして、知らない人から批判されたりした。

5労災保険に関する部分が少なかった。

考えてみればどれも大したことではないが、やはり気にはかかる。そこで、特に労災保険の 

部分について書いたのが本稿である。当時と現在では法制も社会事情も相当変化しているので、 

あまり面白いというわけにもいきそうもないが、年寄りの昔語りと思って読んでいただければ 

と思いペンをとった次第である。」 井上浩

［井上浩氏略歴］

1948(昭和23)年12月、労働基準監督官、以後労働基準監督署(愛知、埼玉)、埼玉労働基準局 

において監督、安全衛生、労災保険の各業務を担当。労働基準監督署課長、地方労災補償監察 

官、地方労働基準監察監督官、労働基準監督署長歴任。1978(昭和53)年4月、退職。(社)埼玉県 

経営科字協会顧問、1988(昭和63)年10月、自治体労働安全衛生研究会副会長。1991(平成3)年6 
月、全国労働安全衛生センター連絡会議副議長。
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産業医のあり方に関する検討会報告
(表組は左擱が「提言j、右欄が「提言に至る主たる議論」である。)

はじめに

我がraでは、出生率の低下と寿命の仲びとにより尚齡化杜会へと 

急速に移行しつっある。この中で労働力に関し、2っの問題が生じ 

ている。梁Iは、労嫩力に新たに加わるべき若い世代が年々滅少し' 

21世紀には確実に労働力人口の減少が始まることである。第2は' 

人【IのEも大きなFfl塊の岜代が42沽を超え' 加齡とともに生ずる 

脈硬化や品血圧の他、避け得ない休ノJの低下に伴う撾侦闻害等を有 

する者の比串が急速に商まっていることである。

これまでの労脚沏也の歴史を很り返ってみると、我が国のそれは 

独担の梵展を遂げてきた。この中で' 大企業における労舶®生管现 

や榀利照生施策は徐々に充実してきてはいるものの、屮小不細出粟 

UJ.特に50人未碎の屮«坳における労働跖生管现休制は必ずしもI- 
分とは3えない状腿にある。これからの社会•経済の動向を考える 

と,労働者のUf側Wfを防止し、心身闹而からのの保制情を 

図ることは労脚«の生活の？Iと榀祉を向上させるとともに、腿企な 

労啪乃を確保し,社会•経済の発展にも寄与するものであり、労働 

融©理のあり方について、抜本的に見直すことが必驳になってき 

た〇

およそ人の生存I極に深く問わる撾诹にっいての胡施浓は、すべて 

の労脚者が均しくそれぞれに必贤な便益を供与されることが目標と 

されるペきであり、所邱する企菜の統©基盤の大小により格差が生 

じてはならない。歴史的にみても、職坳にお,けるの確保は労侧 

問題の瓜要な猓題の一っであったが、豊かになった社会における労 

啪«のfit成1111131への取Mlみ炎勢としては' 労働条汁の®低基Vの履 

HWEWと估垂超:(Eへの努力というッ;イ助準行政の坫本に立ち退り、 

ffl極的な姿勢をとることが望まれる。

もちろん、我が国はこれまでも労働者のfi!麵題に力を注ぎ、必 

找な>1阳を訥じてきている。これに加え' 産菜医学の呰及とこれま 

での>労破瓶生対®における努力のfflみ®ねにより' 従来からの¢8菜 

性疾病は全般的には減少してきているが、他方、近牢の産業WI造の 

変化は当然ながら労f«形態を変容させ.労測者の高齡化の影番もぁ 

って,作菜問迎疾出対®等の妍たな災働衛生の問fflを浮び上がらせ 

ている。

それはに.It会的に取り’沙汰されているの脳血管疾忠 

や山血性心板縣による急性死や突然死の問題(いわゆる「過労死J 
問題)であり,これらの作菜閣辿疾慰は' 発症•组｝定化等の予防が 

坷能なことから' 企菜におけるU常的な労»J衛生Rfl!の£耍性がと 

みにSまっていることである。

352には、祈しい労働形態への対応を迫られる力amに、心理. 

卞 1神的虹圧感を訴える冉がW加している問題であり、そうした心身 

症をSめた問Mへの対応®として' 労®者のストレスマネ_ジメン 

卜をWめとするメンタルヘルスケアが®要性を屈めていることであ 

る〇

讯3には,打W瑁境の改善の必嬰性が未だに残されている小規拽 

家細‘K菜圾では,苻害物I8Kの問題が残されており.さらに高的化

も加わった榷跗なft!拔障害の発生が想念されることから.fi!谢行理 

に高ぃ存門性が要誚されてぃることである。

そして第4には、加齡等に伴う高血圧症や18尿病等を抱えた労働 

者に対して、適切な労働衛生管理と適応可能な作楽への配时等の況 

處が、重耍な課題となってぃることである。

このような課題への対応の中から、労働によってぃかなる形でも 

労(助者のftl成が损なわれることのなぃこと' 加齢による健诹阳;1?を 

胫小限にとどめること,現役中はもとより引辺後にも活力を維持し 

たよりMEK的な生活を送ることを可能ならしめること等が現花の労 

働彻生に求められてぃる国民の則待である。

扱近,労働«のfitfli問題に関する«常者の想逋が急速に高まりを 

aせ、匁働衡生管理施策に的なものが多く認められるようにな 

ってきたことは萵く抨価されるペきである。

労働衡生Wfflの肖任を矜が祖うべきことは当然であるが、ツ｝ 

啪»のfi!Mll:!l)fflにraする国民の則待に応え、叫®??がそのを果 

たすためには、作業とSHKRilMの閒迪性及び労働想梯を理解しiひる 

琢門家としての産菜医が.作门的な視点から取業者に対して助, ！■及 

び技術の提供をすることが不可欠である。

そして、労働者のftiuw：肪に即した作菜及び作菜raiftへの通Il7ii! 
Kに関しては、産業医学的な立編から、産槊医が労使に対して公正 

な立場でW門的アドバイスをうことのfiS性が強く要誚されてお 

り、こうしたを十分理解し得る廂龙医を確保することが3!まれ 

てぃる。

また、作業に関連したfit故問谢は、産業医にょるM康扣談、(〇 

診断あるいは後措K等のfi!U｛行理や作菜垛の巡視等の活助を通じ 

て、産業医と労(助者との対話の中での触れ合ぃによって初めて叫ら 

かになるものである。このためには十分時問をかけて座菜医活则を 

行えるようにする必要があり.廂業医の必要数を確保してぃかなけ 

ればならなぃ。

これまで.座菜医は十分充足されておらず' また産栾医沾助を支 

援する施®も十分に謂じられてきたとは言えなぃ状況であったが 、 

B本医師会及び産菜医7枷WlWIflの産業朕研修の充央に向けたW<l; 
の努力とともに,昨今の日本医帥会による認定鹿菜医制度の発足は. 

現tt産菜医を引き受けてぃる医師の座菜医活助への息識を®めると 

ともに,これまで関心の薄かった医師の問にも産業医学への閒心を 

喚起させてぃる。これらは廂菜医科大学の新しぃ卒後修純謂押の允 

足と相俟って,尊門性を備えた産樂医の潜在的供給能力を增大させ 

てぃる。また、日本産業期生学会による®菜医字W門医制度のスタ 

_卜を問近にして,産業医学の界門的知識を待った産業医の充足も 

期待ができるものとなってきた。このように問係萏の問心を急速に 

岛めさせた日本医師会、日本瓸業沏生学会' 医学振の

努力は高く評価される。

こうした流れの中で.労®?Tの做体制をMえるためW門性 

に襄付けられた産菜医活助を確立し,鹿货医の役割.業技、位时づ 

け、支援体制,研修制度あるぃは地域保fillSflW则と辿拂の取れた 

産橥保04の進め方等,今後の廂装区のあり力と展钮を叫らかにして 
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いかなければならない。そして、企業において、産業医がその機能 

を十二分に発邢できるようにしていく必要がある。

平成3年6月に労働省労脚筚犖局長から,この問題に関する検討の 

要謂を受けて発足した本検討会はこうした理念と問題意識の下に 、 

税意、討論を行い、また' 识業者側及び匁®者侧からこの問題に閗 

する意見聴取も行った上で,産業医制度のあるべき姿を検討してき 

たところである。どのような理想論も実现性が無ければ、改Sには 

つながらない。そこで、調和の取れたあるペき姿を描くことに心掛 

けた。委Rからは多数の意見があり,その中には異論もあったが, 

迅択肢をSむ将来曲を明らかにするよう努め,この程、その検討の 

内容を取りまとめたところである。

本報告？｝は、産槊医問題と密接な関係にある,労働者の810｛を確 

保するために必要な職衮性疚痫対®、作荣問迎疾！!!対®、ffltft的な 

filfl(保持増進対策を一嫩進めるに当たって.平栗者、労他若、産菜

医及び国のそれぞれのなすべき新たな役剂を明らかにするよう努め 

た。そして、その趣旨を十分理解して頂くために、本報告苒を13章 

からなる「提言』と、提言をまとめるに際して委貝からの発言を要 

約したその提言に至る検討会での主要な讓说の紹介との2部搆成と 

し,労®杏労働基準局長に報告するものである。

なお、本報告は畏則展望に立って作成したものであり、必要かつ 

展通な施策が現状を踏まえて展開されることを委貝一同深く祈念す 

る。

®後に、検討会に出賄しft®なご意見を頂いた関係者の皆«方に 

対し、そのご協力に心から謝意を表する。

産業医のあり方にWする検討会

委H石川箱明大久保利免 草刈 降 荘司榮徳 

館 正知(座長) W崎和昭 野見山一生

播口美雄保原喜志夫

提言1産業医活勤への期待

労«||衛生管理の審門的分野を担 

う産榘医活Wは、労脚Sの0¢朗が 

労®によって損なわれることがな 

いようにし、心身両面からの做诹 

の保持增進を図り,もって、労働 

者の生活のRと福祉を向上させる 

ために行われるべきものである。

1) 颅菜医活觔を中心とした産業 

保ft*サーピスの做会は、すべて 

の労働者に均しく捉供されるベ 

きである。

2) filhllR理は生涯を通じて一K 
して行われるべきものであり、 

鹿業Kによる労働沏生R理も、 

このW点から充実を図っていく 

必??がある。

提言1産業医活助への期待

1労胞衡生管理と産業医への期待

•労脚安全衛生法は.唞菜者、労®者双方の安全衡生思Sを高め.職聚性疾病や労曲災害を確実 

に減少させる等.その使命を果たしてきた。その中で座累医も大きな役割を担ってきたが.国民 

の做®意aのまりにつれ、産菜医には啉に職槊性疾病の防止にとどまらず,よりft!故的な労肋 

者生活をいかに保Wするか等への遴切な対応が求められている。

•すべての労®者のftl朗を守る医字的W門家として廂檠医を位Kづけ,座榮医のあり方に関する 

畏則賊望を明らかにするとともに,産榮医制度の移行遇程におけるK慮すべき事項も摘肘するこ 

とが大切である。

•廂菜医は労(助#集団を播統的に担当し、労働者のft!®の紐持に当たるものである。そこで、産 

35医の活動は,做旗符理にとどまらず、作樂環境管理.作業の管理、労働衡生教育等、労働者の 

做讲に係る労働衡生W理のすべてが対象である。

•労働者が労脚によっていかなる形でもft?谢を损なうことがないようにするだけでなく,現役中 

はもとより引退後にも活力を雄持した81朗的な生活を送ることを可能ならしめることこそ、産菜 

医に求められている労m者のfii®への酋献活動である。これからの廂樂保si活動は、81)$問とい 

う労働時問内のft!谈符理だけでなく、労(M者の24時問の生活全般の做臏行理を行うという视点が 

必要となる。

•小規模零細珙呆場では、未だに荀苒項境下での労脚によるが残っており、遇切な対応 

が図られなければならない。

•すべての労脚者が匪菜保ft!サーピスを亨受できるようにすることが基本とされなければならな 

い。そこで,小規榜；細事粟場の労曲者並びにパートタイム及びアルパイト労曲者に対する労明 ) 

曲生折理を充実させる必要がある。

•従事する労®行の大华をパートタイム労働者が占める讲楽堪では、鹿菜医がほとんど道任され 

ていないのが実烟であり、適切な対応が必要である。

.中小零細讲業堪の労側)衛生管理については、労働讲から27の地区医師会が委託を受けて実施し 

ているモデル事粢がある。このモデル媒荣を推進して,産業医活勛の帽を広げていくことが®要 

である。

2 一貫した腿康管理

•座菜医を産槊保腿の中で考えるだけではなく、生涯を通じた保療制度の中で考えることも 

必要である。

•日本におけるftia(?f理は、母子保脚と乳幼児保做は厚生省の所管,学校保siは文部省の所r?. 
産槊保ft!は労脚aの所管.そして、地域保0!と老人保個は再び厚生省の所管と対象者の年齡等に 

よって所管官庁が分けられた制度によって行われ,これらの〇!®行理に関する制度の問に一H性
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が少ないことに問題がある。

• 一 HしたMfl｛管理体制の中で労埘者の(awe理のデータを生かすシステムをIB築する必要があ 

る。このようなシステムを捎築するためのーフの方法として、業種別又は地域別の渠団腱诹管理 

方式を導入することも考えられる。

提言2産業医活動の新たな課題 提言2産業医活動の新たな課題

近年の廂菜W造•社会梢造及び 

労9»態Wの変化により,これまで 

の颅宠医活觔を充実するとともに. 

次のような新たな課Mへの対応が 

ffi菜医には？^されている。

1) の通wなBioirf理と贴 

曲の保持増進、ストレス対诹等 

のメンタルヘルスケア、女子労 

阑片及び海外派通労明!者の8!谢 

|l!|IM7fが,その屯®性を增して 

きていることから,匪菜医はこ 

うした而にも迪切な対応を図る 

こと〇

2) 匁啪れ問が過15または不規則 

である?に従取している労® 

者に対して、泊拖的にUlEMW課 

を行う等のMLKff理XI策の充実 

を図ること。

3) 脳血打疾出、说血性心疾忠等 

による労(助片の急性死や突然死 

(いわゆる「過労死J問題)を防 

il:するためには,その坫礎疚出 

の'i'-WlffiW.早則治撖やM成增 

進対®7?のP防対策が咏めて® 

驳である。そこで、これらの疾 

出のJf«<r+齡の労啪者には,虚 

血性心疾患、助脈硬化、及び危 

険な不W脈7?の早期梵見を目的 

とした掀现SSに関する特別な做 

诹診断等の«人と库菜医の関字 

のあり方を検豺すること。

4) ｛ilLKfr理には.労啪«の做旗 

状態に即した通iEI%!；Rを含む讲 

後岀？iが取我である。このため. 

座XKの行うKSfe換等の嗔後 

摺两に関するW門的助言•勧告 

に対しては,讲業者の遇切な対 

応が図られるようにすること。

1新たな健康問題への産業医の謀題

•産業医の役割は,その産菜保M活Wを通じて、職粢性疾病対®と健旗保持埔進に努めるだけで 

はなく、労働者の生莊を通じた福祉に8献することであるp

•技術乐新による労働形想の変化により労働者が受ける心理扨神的重圧感への対処方法としてメ 

ンタルヘルスケアへの対応も萠龙尻に求められている。

•罚齡化社会に砌え,加齡に伴う生理诚能の低下や紺織K器の機能阳害を防止し、疾病を未然に 

防ぐための通切な(iH«指沿が求められている。

•女子労働者の坩加に鑑み、妊娠、出座という母性保護の視点ばかりでなく、閉経期的後の品血 

圧等に対するMM(行理を含め,産菜Kは女7特有の做旗問題にも配慮した対応を行っていくペき 

である。

•労脚者の6HK状態の変化に応じて、より通した作楽や作菜項境へKK転換させることの必要性 

が髙まっている。このため,産荣医は作菜や作業®境.作榘想探とM谈との関辿に十分M通し、 

通切なアドバイスあるいは指示を行う必要がある。

.動脈硬化や高血圧,期尿沾等を有する労®者のMUIS理を徹底し、こうした_娥が脳血G 

疾想、盧血性心疾®等に進展することを防止し,これらによる急性死や突然死、いわゆるr過労 

死jを防止しなければならない。

-いわゆる「過労死jの府Wとなる虚血性心疾想.觔脈硬化及び危険な不整脈等の早期発見を目 

fl・.Jとした特別多断を40说以上の労脚者を対象に薄入することが考えられる。

•いわゆるr過労死jを防止するためには、越礎疾患の早期発見、早期治療とともに,MOUtl進 

措;K等の予防対策をより«極的に進めるペきである。また、唞菜塌の労埘衛生管理体制を鹿菜阪 

の指示,指導が有効に活用できるように粘えなければならない。

• 一定時問以上の時1川外％働を行った労(助»については、痄芡医はW極的に川,淡を行わなけ 

ればならない。

2健®データの管理

•労働者のfituirf理データがにより紛失してしまうことを防ぐためには、すべての％(助ft 

が自らのS1W15理データを保持できる制度を薄人すべきである。そのための方法として、労働片 

健成悄報カードを労働者に持たせることも考えられる。

•特に姐股業のように各!K菜«を転々とする労脚者、あるいは小規模零細讲業®の労曲者には, 

撺準化された労働gfilLM悄報光カードが有効である。

•通常の手帳に理データのすべてを紀®することは無理であるが、光カードであれば、1 

Mパイトの記悦容阻があり,心馆図やレントゲン画像を含めた管理データを記錄することも 

可能である。また、コスト的にも有塑な方法である。

•労脚者Mauri報カードと予防のための給付制度等を組み合わせて、身近な医wtsraも受診でき 

るようなfilWS理体制を作ることも考えられる。

•労働者報カードを作り,本人がBlfcKTf理データを保有するようにすれば,生瓶を通じて 

番植された8!旗管理データを活用することも可能になる。

5)日常的な站诹管理のための労 

阑片本人による行助のffi要性が 

Wまっており「労(助者報
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カードjの再入等により,労働 

者本人が職場での腿®診断の結 

果を保有し,自らの做诹管理に 

努め,医療供関の受診時にはそ 

れを利用できるようにすること, 

提言3産業医の職務

産業IXの行うペき職について 

は、労働安全斯生規!IIIに概括的に 

示されているが、次のような讲项 

にも留Sされなければならない。

1) 粢医が行う勧告•助言の担 

保川吋を叫確にし,産菜医及び 

総括産菜医(後出,提言4「鹿 

業医の遇任の基本的考え方j参 

照)の権限のあり方をより具体 

的に明示するとともに,1｛菜者 

と意見が対立した場合に脚え, 

その処现の手紋等の検討を行う 

こと、

2) 座業医は基本的には自ら 

診断を行うことが望ましいが. 

ツ鵬 生塊開スに委託して财讲 

診断7?を行うW合は、委託の可 

汚、MtK診断の瓜相する項日の 

除外、追加すべき項目の決定に 

問するlUfiT?について,｛,诊 

断の火施に関することは,BEX 

医の,GWが4-分に反映されるよ 

うにするべきであること。

3) 作業琿境、作業条件の変更を 

する垛合は.その計_段階にお 

いて廂業医の柙门的.®見を聴取 

させるようにするペきであるこ 

と。

4) 库業医の行うべき職務の範叫 

に関しては,叫某場規搜や業神 

を考®したほ準的な職孩指St及 

び参考W料として産業医活助の 

取例矩や実務的なマニュアル等 

を作成することが望ましい。

5) 50人未滿の唞業埸における座 

龙保ftlサービスのあり方に関し 

ては,地域座菜保Mセンター 

(後出,提言9「地域及び都道 

W県鹿菜保(ilセンター」参照) 

の活川を含め、別途検討するベ

提言3産業医の職務

1産業医の職榜

•廂笫民には,明«塥の衢生行理に関して、tarnに通切な勧告■指溥,若しくは助言を行うこ 

とが則待されている。

•昭和63年の労嫩安全衛生法の改正で,少なくとも月1回の作荣塀等の巡視規定の他に,斯生委 

只会へのinw及び贴破進描利が鹿槊医の職務として新たに加えられた。これにより、廂芡 

医に期待される購務はK、鼉ともに増加している。

2産業医の相限

•鹿粟医は法的な播限が比較的小さく.また医師の拔番権が好験を問わず一律であることが 、産 

菜医たる魅力を失わせている。産業医の¢69118を大きくすれば、企菜側にも産榘［K選任のメリッ 

卜が生ずるであろう。

•勧告,指導または助言を行う®も有効な方法は、衡生委員会で座榘医として発言し,その記K 

をH1すことである。そのため、斯生委員会で正式に発言する前に识榮者に対して意見を述ペ、そ 

れを冉Wにして祝出する形での勧告を行っておくことが実務的である。

•11菜Wにおいて,诈問の労働衛生管理計画を定める際には産業医が意見を述べる«会を股ける 

ように唞業者に報務讨け,安全斯生改s計画等を提出させるraには産業医の捺印を«伤付ける等 

により,鹿菜医の同意を盹認するべきである。

• 菜者がMi生委H会にW,通するように定められている瓜嬰取項については、座菜医に相賊し、 

想Wを求め,その意Wに坫づいて決定し,かつ、その結果についても廂菜Eにffi認を求めるとい 

う方法が考えられる„このような方法をとることにより、労働阳生讶现涔の菇本方針や計rtiを産 

芡Kが把Wできるようになる。

•颅菜阪は小X??または総W安全恥生®现者に勧告できるという？?令奶14条;H2Jflは、fliSSixと 

小龙行とは対','?だということを悤味し,産菜医の位阳寸けを示している。これを規則から法f |iの 

条文に格上げすることにより、法的刪付けがより叫確になる。

•鹿樂医が医学的専門家としての視点から、人事に関して発言したときには、法の裏付けのある 

ものとして位W付ける必Sがあると®われる。例えば,フランスでは,BE舰がW人時笠の财谢 

診断を実施したUJfY,受診者のfi!h«状想に応じて就業制限させるといった人!Hに問する勧&摘を 

有している。そして、屮笼者が産菜医の勧告を受け入れない場合には,労働がffi定する。 

ただし、産®医に人讲捕を行使する琨柊決定梅限はない。日本においても廂菜医が人职にこのよ 

うな関与ができるようにするべきである。

3 診断の位置付け

•府刖として.颅菜医は受持ち職«の労働者に対する键旗診断を自ら担当するペきである。外部 

に委託する1〇合も,企楽外M診M閱で実施した腿旗診断を産菜医が自ら実施したものとして,座 

業医が界任をfiうペきである。

•M讲診断菜務は労働者との触れ合いの場として,産業医が自ら行うことは大切なことである。 

一方、财讲診断菜務に追われて,他の産菜保M活動を全くしていない産菜医が多いことも問卯で 

ある。産菜医のなすペきことはfilMt診断業務だけではないので、このような4｝合.MLJ(診断はn 

の岛い企業外做診wraを利用すれば良い。

• MLft診断計阀,ftlfiim理や昽谈教育等の基本的讲項については,座業医の.saに基づいて決定 

するようにさせるペきである。例えば、代謝物測定の対象者の選定判断については,企®外M診 

做raを利川する坳合であっても産菜医の想見を必ず叫くべきである。
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きである。

提言4産策医選任の基本的考え 

方

鹿舰 の41任に問する驻本的な 

行え方として,巧處するペきこと 

は次のとおりである。

1) 小菜者は,十分な鹿®医研修 

を受けたK帥を疖菜IXとして選 

任することが绍ましいこと。

2) 現行の讲菜Wを単位とし,労 

fHA数をW呼とした谢任W呼は

｛す必嬰があること。その陈, 

座菜区のiK<r«B5のWii•［しに当 

たっては,痄菜医学に一定の学 

門的•実«的wnを有する医師 

の供給SI能数を配慮するペきで 

あること。

3) »任«咿の兑«しに当たって 

は,座栗医の職務へのffl申投人 

W問と、受持ち労®矜数の両者 

を巧®に入れた考え方や、明菜 

wの作聚形邸や職柙による故み 

づけをした労働占数という考え

•企業外键診機関を利用して健康診断を行うw合には、庠槊医が迪診进関の選び方について窓見 

を述べること等、産業医が果たすべき役割について、具体的な内容を示すべきではないかと考え 

る〇

4作業頃境及び作業の管理

•職場巡視で有害物質を取り扱っている作業場の改善方法等を的確に指摘できる庵菜医が少ない 

ことも問題であるが、作業環境あるいは作菜条件の変更に関する悄報が廂楽医に的確に伝わって 

いないことも問題である。

•尚所排気装圃の設餺等に関しては,労働安全衛生法奶88条により,労働W咿KiW署良への訃側 

屈の提出がS務付けられているが,その®出の前提となる社内衹査の防に鹿粢医を参画させ 

るぺきである。

5産業医の職務指針

•座業医の役割機能に関する法令の定め方は現行のままで良いと思われるが、産菜医の瞰務が具 

体的ではないので、法律上の杻拠に基づいた具体的な指針が必费になる。

•菜押や規模に応じて産業保健サービスの内容は界なるので、廂菜医活則の捉供の方法について 

は烟別に検討する必要がある。

•唞菜場によって作業条件•作業環境が大きく異なるので、規W別、菜棟別に「ガイドラインj 

を作る必要がある。また,産業梢造等の変化に応じて産業医活肋の酎点も変化するので、「ガイ 

ドラインjは定期的に見直す必要がある。

•「ガイドラインjを規模別,業柙別に細かく作ることは现実には困難なので、各拽の条件を配 

慮したガイドラインを作ることが必要である。その塌合に,職務の内容をさらに細かくしたもの 

と、職務遂行の実際的な方法,手順を示したマニュアルとの2柙想が必要である。

•日本医師会の認定産菜医制度や日本産荣曲生学会のW門医制度の影»で,&産菜医の意欲が萵 

まっており、どのような産槊医活助が必要かが分かるガイドラインがあれば,かなりnの岛い産 

菜医活則をffl極的に行う産菜医が増えてくると思われる。

提言4産業医選任の基本的考え方

1産業医選任の基本的考え方

•現行の選任基窄は政令第5条で「政令で定める規枚の讲榮圾は,^0.^50人以上の労働者を使用 

する取栾垛とするjとなっているが,この規校以下の唞菜圾の労(助片にも廂業保Mサービスが保 

阿されることが越本である。

•産業医の遇任基準については、座菜医となる医師が十分に確保できるならば、できるだけ広げ 

るという方向で検るべきである。

•大企装の匁f助荇と中小企菜の労働者との労働条件の格范の迸正が必肚である。特に7)働斯生管 

理の格差の是正は,労f助時問の問题等他の問題に優先して解illするペきである。

•諸外国に比較して、我が国における労曲!災富の発生は滅少しているが、小規檟零細寧槊塌には 

依然として災害が多く,有害項境も多い。労(助坫咿行政は、厢低労働条件の冊保と労働条件 

格差の是正に相幹があるので,小規模零細唞業垛の労働m生管现が遇れているのであれば,廂菜 

医の遇任を通じて、その改善を図るべきである。

• I LOの112号r職菜斯生谀問勧告j (1959)の4は、「峁則としてすべての労脚行に職菜斯生の 

便益を及ぼすため、産菜医を中心とした産栾保fflサービスを极供する防55曲'li«問をすべての企 

菜に設けるペきである。ただし,すべての企栗について股けることがすぐにできない時は、

に対する危険が大きいところ,あるいは®低«明を超えるの企業から侵先的に股けるペきで 

ある。jとしているが,この考え方は今なお参考になる。

•産業医の選任義務を変更するときには、衡生のを功N1丨聚«の規禊も変更すべ 

きである。なお,定期診断の結果報告«Rにっいても冏«である。

• ®近の様々な健成問題に遴切に対処していくためには.IX7をはじめ»分WのW門家の助 

力が必要である。W門医の応fflをパートタイムでWんだWftには.の剤合で.祝«の座栾医 

の必要a任数との捩替がきくような配®が必cである。
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方等を検討すること。

4 ) «数の11菜埸の産芡医を葙任 

することはその必要な菜に支 

陴を与えない範閒内とするよう, 

通切な方®を裨入するペきであ 

ること。

•M谈診断を委託した病院や健診进開の医師を産業医として選任しているV槊壩があるが、こう 

した産業医は衛生委員会への出席や事業堪の巡視等の産菜医の探務を十分に果たさない倾向があ 

り,遇Wな産菜保Mサービスを提供していないという問題がある。

•労肋者数や事業場の規模による労働衛生管理の格差は、本来あってはならないものである。例 

え一人しか労働者がいなくとも,その労曲者が遇切な労曲衛生S理の恩圯を受けられるようにし 

なければならない。

•産業医の職務内容が,琪業塌の規模によって異なってくるのは当然であり、50人未滿の小規模 

;細屮菜塌の産業保M活助のあり方についても別途検討する必嬰がある。

•小規枚零細讲榮塌におけるM政診断、舐、衛生教育等の瓸菜医活Wは,地区医師会レペ 

ルでの座菜医の集団活勋の中で、相互に協力して行えば良い。また、これにより産菜保健サーピ 

スの贾も向上する。

2産業医の資格問題

•ドイツ,フランスでは1■産槊医としての資格のある者からa任しなければならないjと規定さ 

れている。

•-定の資格を持っ者だけを産業医として認める場合には、その资格に内容が伴わなければなら 

ない。例えば,フランスでは、医師となるための4年間の教育の後に,4年問の産業医として 

のW門教育を受けなければならない。その後、初めて産装医をW門とする医師の資格が与えられ 

る〇

•産菜医の資格制度を設けるとしても,内容を伴うものにするためにはかなりの時間を要するの 

で、現時点では,将来.資格制度を投けるための準狼として、研修制度を明確にすることや.各 

医科大学(医学部)に産槊医養成コースを設けること等が考えられる。

•産菜医になれる医師の資格を制限する規定は、医師資格の菜務制限につながり、日本医帥会の 

理解と協力が得られない。

•M神保M指定医のように.取前に指定された研修讲榮を受けた者が廂菜医になれるというシス 

テムであれば、日本医師会の協力が得られると思う。M神保烟指定医制度は日本M神病院協会と 

全国自治体病院協議会が行う講習会を国が指定し.このMSを修rした者がM神保M指定医にな 

れるというシステムである。

•廂榮医に资格について、商ちに、制度化あるいは法制化をする必驳はないが.それらを念頭に 

おきながら考えるペきである。

•鹿菜医にも研修を受ける典務を猓すことが考えられる。その場合には、努力親務とし、その研 

修として、日本医師会の認定産粟医及び産菜衛生学会の杯門医薄をW体的に示すペきである。 

•-定の??件にある职栗®については、認定産菜医等のM任を指導することも考えられる。また, 

産菜医紹介制度を設け、認定産菜医を紹介することも一っの方法である。

•日本産菜衛生学会では産菜医及び産菜衛生関係苒に対する指導的役刑を川-う？Tとして艄菜斯生 

W門医制度を発足させようとしている。これは産策医の能力向上に奇与するものであり,この界 

門医制度に対する支援策の検討が必要である。

3事業碭単位による現行制度上の問題

•過Wなサービス経済化の中で、企菜の小規模淋菜堪への分收と收在化が進んでいるため.大企 

策であっても産業医の選任義務がなくなる等の問題が生じている。そこで、现行の讲菜塌準位で 

はなく、企菜全体として捉える必要がある。

•行政手法としても、珙菜場単位で産業医を選任したり,労M曲生対®を,消じることには限界が 

あるのではないか。事業坳という抵念を見直し、企菜概念を取り入れることを摘时することが必 

要である。

•現行法における讲業場の槪念は次のとおりである。

① 労®安全衛生法の母法である労®基準法第8条は「各号の一に該当する事業又は事菜所に 

ついて遇用するjと法の通用を受ける事菜の範囲を規定している。

② しかし、その「事業又は事菜所jとは何かについては明示されていない。

•解釈例規では「一定の場所において相関連する組織のもとに菜として組«的に行われる作栗の
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一体をいうのであって必ずしもいわゆる経営主体等にかかわることなく、あい問連して一体をな 

す労脚の態揉によって法第8条各号の事業としての遇用を定めることjとし、'•一の事業である 

か否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割 

することなく一個の事業として、場所的に分敗するものは原則として別個の明業とすることJと. 

垛所的W念を沿人している。

•«所的観念だけで通用単位を決定してしまうことは実悄に合わない場合も生ずる。

4標準投入時間数の考え方

•すペての労働者が均しく産業保健サービスを受けられるようにするのが照則であり、そのため 

の方»としては、労働者1人当たり座業保Mサーピスの内容と、それを実行するための時問数と 

を定めることが考えられる。

•廂業医の欄' 非诈厲の別や遇任基準を労働冉の人数で区分するのではなく、ドイツやフラン 

スのように、菜视別に労働者1人当たりの産業医槊務投入の標準的時問数を定めることが乃えら 

れる。

•フランスの例では、讲務労側者の場合は20人で産菜医の活W時問が月に1B5IHRエ垛労啪者の 

W合は15人で月に1時間,危険•有害業務に従事する労BUSの場合は10人で月に1時問という基准 

に基づき,各讲槊場の産業医業務に必要な投入時問敗を計Rしている。また、医師の労働時問は 

週39時問以下とされているので、遇39時間の労働時問の中で何人の労和Sの®栾保肺サービスを 

捉供できるかという観点から、概ね2,600人に産業医1人という基準となっている。

•小規模茶細讲業堪に対する産業保健サーピスを良質で均質なものにするためには.提準投入時 

問という考え方が一番有力である。

準投入時問という考え方は将来必要になると思われるが、その際には、計定や委H会へ 

の出席等の総合管理的な業務を人数に比例しない基本的サーピスとして捉え,關々人に対する61 

故診断やM旗測定,あるいは明後措K等の業務が人数に比例する菜ffiとして捉えて、必要な標窄 

投入時問を検討するペきである。また,医師側のニーズであるW修のための1151川も巧慮に入れる 

必装がある。

•規授,槊柙を考慮した産業医の職務のガイドラインの中で、liltt!とすべき％(助者1人当たりの 

座粟医サーピスの時問数を明らかにすることが考えられる。

•屮投入時問数は鹿菜医に対する報酬をW定する限にも参考となろう。

• 1®菜医の選任站期との問係では,標明投入時問により,IKXUJWに必贤な廂菜Kサービスの峙 

問数を朴打し、その時問数をこなすために必驳な鹿菜医の数から逖任するペき産菜医の奴を定め 

るという方法が考えられる。

•檫呼投入時問数を選任基®として採用すると,その時問奴の菜務が瓶菜Kの孜務となり、産菜 

医の活助を拘束するものとなるおそれがある。

•摞準投入時間数は考え方としては非常に結構であるが、実際に導人するのは時則尚早であり、 

现垛の氾乱を招くおそれがある。

•フランスの法制度では、産業医に兼業禁止規定があり,一般の開菜医が廂架IXとなることはで 

きないので,問菜医が産業医を兼ねていることが多い我が国とは ！〇悄がHなる。また,フランス 

のffl合は、人口当たりの医師数が我が国よりも多いので,投人時問数の導人が比較的栾にで 

きたと言える。

•B5問という制約は医師にはなじまず,形W化するおそれも十分配盧しなければならない。 

•基本的な考え方としては、将来的には必要であろうが.W状では,の1窄粟医の選任基準と 

しては可能でも,すペての産業医の選任堪準として,標準投入問数を導入するのは困難である, 

•摞準投入時問の概念を再入したからとしても.必ずしも定められた挖サ投入bsiiiiの座芡医活觔 

をやらなければ処罰するなどというふうに考える必戕はない。選任W平のH安となるペきもので 

ある。fl体的には,W厲の産菜医の現行選任基準である,1000人.3000人という,労助者の数に 

比例していない非迎続的なものを,棵準投入時問をにして.合押的な从サとしようとするも 

のであり,»任後の実際の仕事の内容について,W束するものではない.

•フランスの場合.榮務の後に2通の報色瘍の援出が義精づけられていることが参考になる。1つ
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提言5産業医の選任

産栗医の遇任については、以上 

の各提言の趣旨に従い,次の！|1項 

についての配),®:が必猥である。

1) 廂菜医の遇任«務の範I/Hにつ 

いては,現行の'■常時50人以上 

の労齡を使川するの 

規定を当而「常時30人以上jを 

目檷として、段階的に拡大する 

ことを検肘するべきであること,

2) 醸灰の逝は孢楛のない1装 

場の労啪者に対しても通切な® 

菜医沾Wが行えるよう,鹿菜K 

の共间逍任制瓜等の施®を検射 

する必嬰があること。

3) 労働？mが1000人以上の中繁 

堪ではWW(常！W)の廂55医を® 

任するペきであり,また,労働 

者数に応じてa任するペき呼« 

の産菜医の人Wを增やすことと 

するべきである。その防の逖任 

基準としては,1000人以上2000 

人未滴の屯業塌では1人,2000 

人以上4000人未滴の少栗堝では 

2人とし、以後2000人毎に1人ず 

つ追加することが考えられるこ 

と〇

は企業として産業医関係の活®)がどう行われたかというもの、それから.産菜医自身がどういう 

仕掛を大体何時間したかというものを報告芮として監«方に极出することになっている。各々相 

互に自分の胄任で出すので.矛盾があれば、監昝方から,指摘を受けるということで,担保され 

る仕組みになっている。

5作業形悲や職種により重みづけをした労動者数の考え方

•産業医の果たすペき職務を考えるときには、労(助者数ばかりではなく、個々の労働者の作業形 

態や職種、健成状態にもK慮する必要がある。

•摞窄的な職撺を選んで,その労ffll者を1として、作荣形想や職神、(状態の他.年齡.性別, 

划抒地:？も助案した労啪者每の萌菜医の菜務Hを示す指数を作ることが行えられる。また,この 

指数を用いて,産業医を遇任する基準を作ることも考えられる。

•指奴をR定する際には、産菜医の標窄投入時問を参考とすることが考えられる。 

6産業医業務の兼任

•産業医の波任の基準については昭和33年の通邊があり,その中で「K師たる衡生管理者jが担 

当する事楽場の数について.r-2000人以上,または10睡所以上の事荣場を担当することは職務 

遂行に支睥を生ずる…jとして,兼任を制限している。

•いくつかの铒業場の産槊医を兼任している医帥には十分な産業医活動ができない者が少なくな 

く,效任には問題が多いという批判がある。

•1人で多数の事業場と産業医の契約をする問題については,棟窄投入B邪:1による遇任基準を設 

ければ解決される。

提言5産業医の選任

1産業医(専属の産業医以外)選任基準の変更

•産楽医の遇任状況をみると,選任率は83.4%であり,選任届出数は約80.000人(84,899人：平 

成元年12月31日現在)である。また産菜Kの実数は約34,000人と推定される。50人から100人規根 

の寧槊場(75,567 :昭和61年7月1日現在)の選任率が70.8%であり、全体の任率を下げている。 

•日本医師会の産菜保Big貝会での调itによれば、50人以上の唞««に100%®楽医をM任する 

ことは医師の数から見れば可能である。また,祁数の地域IX師会でのによれば,111155Wに 

片に2日行くとしても、30人以上の小菜WではPt麵の充足が坷他である。

• 30人からく19人規校の唞菜場は全Mで約12万あり、そこでftt く匁働汽の数は約470万人と推定さ 

れる。

-30-49人の規模の事業場数は119,000囲所、その内和造業が3万、非製迪業が約9万である。61 

年の労鼬瓜境調Sによれば、製造菜で30-49人の111551«の内,れ肖菜務を行するところは48.9% 

という。一方,法定特殊腿診実施全讲55堪(90,482)の芡抑別捎成比(平成元卬特殊做診灾施状況 

報告)は製造菜が81%(73.152).非製造業が19%(17.33〇)なので、非S3造槊寧槊場304万囲所の 

5.7%で特殊腿診を実施していることになる。このことからを柯する30～49人規梭の‘K 

菜®の数を推計すると,非K造業9万間所の内、約5千、製造菜では3万阁所の内、49%の1万5千, 

合わせて約2万®所の讲菜塌が冇客栾托を有すると推定される。

■50人以下の讲槊塥が、中業堪奴で約96%,労脚?I数で約60%に及び、一般«!诹診断の報告»務 

等はないままである。

•鹿業保aサービスが超も必要な小規模零細唞榮塌の労働者に対して.十分な産菜サーピス 

が行き届いていないという問題については,選任越準を引き下げるだけでは肝決しない。a任基 

窄以下の求楽埸をどうするかが常に問題となる。選任avの引き下げ以外の様々な対策も併せて 

謂じ.将来はすべての労®者が産菜保®サーピスを受けられるようにするべきである。

■産業医の選任義務の無い事菜塌が共同で産菜医を選任することができるような制度を®入すペ 

きである。

•必要な鹿業医を充足できるかどうかが問題となるが,少なくとも有苫笼楛を有する讲業屯につ 

いては規授30人ぐらいまで,産業医を選任すべき讲業場の規模を引き下げることが必要ではない

安全tzンター惝報93年4月号35



産業医のあり方に関する検討会報告

なお、労側者数が2000人以上 

の讲業塥において選任するペき 

呼屈の産菜医の数については、 

労脚者の様々なM成問題に対応 

するため,その明栗場で必要と 

する界門朗域の医師を®託する 

ことで充当することが望ましい 

垛合もあり,そのため碑属の産 

業医の選任数について遇切な® 

慮が必埋であること。

4) WMIの廂菜医の1H任を要しな 

いが,比較的規枚の大きな1H業 

10では、斯生管理者の遇任基宰 

に呼拠して,その規枚と有济茏 

務の神知により嗵託された産菜 

医を视数逍汗させることを考慮 

するペきであること。

5) 视数の座栗医をa任するペき 

■1^10にあっては,産業医の内 

から1名を総括産業医として迸 

任することが必要であること。

〇)1155SがMl数の産業医の中か 

ら総括鹿菜医を遇任しようとす 

るときは、知識•経験にっいて 

一定の盟件を畏備する座菜医の 

)8任が望ましいこと。

7)廂菜Kのに当たっては, 

契約の唞実及び一定期問毎に谢 

任状況(邮晒、解任等を含む｝を 

肺,12できる制度を導入すること 

を侦Wするべきであること。

か〇

•30人という数字を先行させることなく,産業医となる医師の供給可能数を勘案して産業医の選 

任基準をどうするかと考える中で,30人なのか、40人なのか,あるいは20人なのかを論じるペき 

である。

•地区医師会レペルでの産菜医の集団活助や指導をもっと活発に行う必要がある。このような地 

区医師会活助が活発になれば,産菜医の»任基準を30人まで引き下げても.現在、産菜医をして 

いる医師だけで30人以上50人未満の琪粢«の産業医を引き受けることは可能である。また、認定 

産菜医の中には,未だ,UJgt0と産榮医契約を交わしていない医師も少なくない。

•バートタイム労働者も含め、10人以上の労®者を使用する事業場には、産菜医の選任孜務を課 

すペきではないか。しかし,当面は、m則規定を設ける必要はない。

•挝谈診断はIIJI人を葙目して,「常峙使用する労働者Jという形で軎いてある。しかし、規模の 

場合は、「産菜医を遇任すべき規の小栾坩は,常時M人以上の労働者を使用する11栾塌とする| 

と法令上の3｝き方が異なっている。つまり、(il娥診断を受けさせなければならない労(助者という 

には常時使用性がかかっているが、斯生R理冉なり廂笼医を遛邝すべきの規损については, 

常時使用性は関係なく、バートタイム労®者も含めた労働者の数が50人以上であれば、産菜医を 

選任しなければならないことになっている。具体的には,その"常時”とは,日によって数える 

労働者が次々に変わる塌合も出てくるものである。そこで、必ずしも同じ人でなくても,とにか 

く 50人いれば選任しなければならない。このように、「常時使用される_)という概念と、「常時 

何十人」という2つの槪念がある。

2専属の産業医のあり方

•専属の産業医は,基本的には常助であるべきである。他の坩槊塌の産業医と兼務していないと 

いうだけでは、の産槊医とは言えない。

• W/Sの産槊医の中には企粢内の診療所や病院の医師と併任するなど,業務が6U床中心となって 

いる者が意外と多い。,鵬生管理や通正fidK等の屯後措题を行•っている頃合には問H!は少ない 

が、ほとんどK床しかやっていない堪合には問題ではないか。

• ILOでは、産装保ft!活觔というのは、原則として,予防活助であって、治拔活助ではないと 

定我している。これに«づいて,の産架医が讲菜場内の診療所等で行う診療について 

は,ft!康診断の讲後奶液としての診療以外は準なる臨床医の活助として考えるべきであり,欄 

の座槊医の活勋と兒なすペきではないと®われる。

•舟邱(常助)の萌菜医を有する奶楽堪の中に、その唞菜埸と一体と見なすべき系列会社のjnasua 

が存在する叫合には、その系列会1上のit菜识の労働術土管理にも座菜医が使益を供与することは 

許されても良い。

3専属の産業医の選任基準の変更

•側者1,000人以上の讲菜場で«任されているW城の鹿業医は、現在、約2.000名である。 

•省令第13条奶1项奶3号には「常時3千人を超える労ffll行を使用する明業®にあっては,2人以！！ 

の産菜医を遇任することjと規定されているが、1万人規楔の轵槊埸でも2人の産榮Rを讲くだけ 

でよく,十分な業務が確保できない。

•座菜医がその菜務を十分に遂行できるのは.担当するVWlfi-の数が2,000人までが眼界であり、 

労啪者2,000人以上の明®堪では,2.000人毎に1人ずつの選任が必要である。

4総括産業医の哦務と要件

■«数の産業医を逝任すべき讲芡場にあっては,その内の1人を'■総括産娶闵」として、Wけさ 

せるべきである。

•総括産業医には、その中業堪において座榮医が行う産業保8!活Wに関して、すべてのK任と侑 

限が与えられるべきである。

•総括産業医の具備すべきS件としては,例えば,医師である労脚曲生コンサルタント等を念卯 

において検討するペきであろう。

•労働®生コンサルタントの位®付けも併せて検討する必®がある。

5その他
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•産業医の選任に当たっての契約の事実及び選任状況を一定期問ごとに確認できる制度等,例え 

ば、産菜医選任の届出に当たっては産業医との契約書の写しを添付させること等を検討するペき 

である。

•労1.000人未满の讲業編であっても、比較的規模の大きな事菜壩にあっては、その規模と 

有富業務の神類等により、礴诚の産菜医でなくとも複数の産菜医を衛生S理者の選任基準に準じ 

て遇任するペきである。

提言6産業医の選任の頃 提言6産業医の選任の頃

商業ffl造の変化：5により、1155 1大企策の小規模分敗事策喝を統括する産業医

位での産菜医の選任というW •大企菜で视奴の珙菜垛を心する場合,労脚衛生管理が祺菜場ごとに独立して行われている。労

行制度の一部見直しが望まれる。 脚斯也恃理を円拊に推進するために企槊全体の労曲衛生管理を統括する産榮医が必要である。ま

1)小規拽分妝取業場からMl成さ た,同時に個々の$栾塌の産菜医と迎携を図れるような仕組みも必要である。

れる企業について、一定規枚を •全国に支店や出張所を設けている企策については、合理的で一0性のある労生铃理を行お

超えるW合、企業全体の労働斯 うとすれば,本社に十分な権限のある産業医を的確に位®付けなければならない。この位Kけけ

生管理を統括する样厲の産菜医 を榮棟別によく考え,地元の囑託された産栗医とも迎携を取りながら、産業医が十分に遇能する

を遇任させることが塑ましい。 ように図るペきである。

2) V3US内にW内下銪を有する 2車屠下Hiの問題

堪合,産業医の選任に関しては, •识層下摘の労助者のMhMを守るためには,産槊医の活肋が必要である。

当該讲業氓と褙内下謂とを一体 •同じ敷地であっても视数の企策が混在し、産菜医が勧告しても9茱者に全くJ5明改Sの檐限が

とみなして取扱う等钾力的な取 ない等、明菜W別あるいは企榮別の労働斯生管理では不十分な状況が生じている。この際これら

扱いが必要である。 を一体と見なすことが必Sである。

3) による労M者のfiltft •系列会社や内下相(小Mi模協力企菜)の産槊医菜務を授会社のwaの産菜医が孩務することが

を守るため,特定元方唞菜者 できる制度を投けるようにとの要望がある。

は,その1Jt菜の作菜に従Vする •大企果では悄内下M(小規模協力企榮)の労®斯生管理楽務にも従寧すべきだとするV/Wの鹿栾

労脚者の数が一定規模を超える 医がいるが,W厲の規定が逆に厳密に解釈されて、その活助の妨げともなっている。

場合.その事業毎に産業医の選 • W賊の産榮医を抽する大規授珙荣堪の中にW内下誚(小規模協力企楽)がある«合、あるいは近

任を行わせることが望ましい。 Wに系列讲榮10(小規ffl協力企槊>がある«合には、主たる供菜Wの産栗医がそれらの唞芡ifiの労 

阑衛'1:.竹现も担当する方が実効が上がると思われる。

•必埋であれば、主たる'H55WのW城の産菜医が捎内下誚(小規模協力企菜)や系列明菜垛(小規 

拽協力企菜)の廂®医として、衍導•助言•勧吿をすることができるように、制度の钟乃的な3! 

用について、検Wする必®がある。

3越段業等における問題

•扨数の企荣が费加し,苺日のように労脚者が変わり.工期が終わると讲榮Wそのものが消滅す 

るi£設工祺の现塌作榮«には,一人親方や出棟ぎ労働者が多く従取しており,齡者比率も简く, 

描統的なwatrf理が困雜である等労働衛生管理上の問題を多く抱えている。

•股菜等における匁脚®生R现を嫩庇することが.做蜞上に問题のある労(助?｛をKWから締め 

出すような結果を招くことがないように,十分な配慮が必要である。

提言7産業医の処遇と身分保降 提言7産業医の処遇と身分保陳

座菜医が産業医学の專門性と良 1産業医の身分保理

心に基づいてその瞄楛を遂行でき •産菜医の身分保Wは曲要な錁題である。産榮医本人が継続する意志を持っており.労曲者もそ

るよう,処遇と身分保阿が考慮さ れを望んでいるような場合の轵聚者による産槊医契約の一方的破棄については,第三者が解任の

れなければならない。 S非を利断する体制を股ける等,産栗医の身分を保陣する方法について検肘する必要がある。

1)産業医と事業者の問での意見 •ドイツでは経常協消会,フランスでは企菜委員会の同意がないと産栗医を解任できない。

の対立により、問題を生ずる埸 •医師が讲菜者と産業医の突約を結ぷ限に,その契約の塌に地区医師会が立ち会い,産累®の身

合でも、合理的な理由がなけれ 分保陀に反映させている例もある。

安全センター情報93年4月号37



産業医のあり方に関する検討会報告

ば、その地位を意に反して解任 

されないような方策を特に検討 

する必要があること。

2) 産菜医には専門的業務に対す 

る報酬として、適正な対価が支 

払われるべきである。特に嘱託 

された産菜医の報酬に関して. 

地域の実状と11栗塌の規投に応 

じた的なガイドラインを地 

区医師会单位で設定することは 

V菜者にとっても参考となり. 

望ましいことと考えられる。

3) 烟託された産菜医が産業医菜 

務遂行時にV故に遭遇した場合 

に受けた«苫、主な菜務である 

診療の休止等からくる損害等に 

対して救济措Kが必要となる堪 

合に脚え,早急に救済措Hのあ 

り方を検討するペきである。

提言8 企業における産業医の職 

務支援体制づくりの必要性

廂榮医活Wを推進し,その成果 

を定葙させるためには.企業にお 

ける®栾医の瞄伤支授体制づくり 

が不可欠であり,次の！n項につい 

て検討が必sである。

1) 爭菜叫の規衩に応じて,斯生 

行理矜、保81婦•君讓婦等のW 

門技術職あるいは事務補助者の 

確保,执扬室や必要な設備等に 

関する驻平の設定,さらにその 

他の安全曲生祖当者との辿携方 

®等を含む支IS体制を確立する 

こと〇

2) 讲菜Sは,産栗医に産粟医研 

修を受けるM会を与えるととも 

に,総枯安全衡生管理者の選任 

時及び労№1¢生を担当する管理

•産業医の解任に隊しては.労働基準監督署長が解任の合理的理由等の存否を認定すること等の 

可能性を検討するべきである。

•産業医の掛分を保呻する方策の一つとして,事業者が産業医を解任した垛合には,労働基準監 

f?署長に速やかに報告させること等も考えられる。

•我が国でも労啪坫叩法により、匁測者に対しては法律による解廂制限があるので、W(〇J) 

の産業医については身分が保盹されている。しかし、囉託された産業医は労働«とは言えないの 

で、労®者の身分保Wに準じた何らかの規定が必要になる。

•職榮性疾病や作栾問辿疾想等の問題で事業者と産業医の意見が対立するW合に确えて、産業医 

の身分保阿を考えるべきではないか。

2産業医報酬

•現在の産菜医の職度では,十分な報酬を払う必要はないという企栾側からの指摘がある。 

企業の労曲項境、特に烟垅转理体制の改苒に関するS任を産業医が有していないことが産業医に 

対する期待を低下させており,それが報酬等の待遇にも反映されている。

•産榮医の職務を全力で遂行しているような明i託された産業医には.それだけで生計を維持でき 

るような報酬が支払われるペきである。

•企菜にとって産菜医の報酬を決めることはかなり難しい。これは病院等における医師の相塌と 

企荣内での労脚杏のとの差がかなり大きいことが原因である。

•棵明報酬を定めることについては,独占禁止法との兼ね合いで怕®になっているところもある 

が,座業医の利益だけでなく、報酬を支払う事菜者の判断基笮にもなることから、標準報酬はW 

極的に設定するべきである。

■战般现塌は危険であり、铺價制度がないことで,職場巡視の二の足をraまざるを沿ないとの指 

摘がある。

•嘱託された産菜医の場合は、労f助契約でなく,埤委任契約等になり、労災保険の通用がない垛 

合もある。このため、迚股现坳の見回り中に班故にあったという塌合でも労災保険の通用がない 

ということが起こり得る。こうした坳合に備えて、何らかの?ili脱措;Hを考えるべきである。 

•一般の開®医が産菜医に«任され.産業医の職務中に負催した埸合には、産業医業務の収入に 

ついての補價が問题となる〇

提言8企業における産業医の業務支援体制づくりの必要性

1企業における産策医の位置づけ

•企業の中で産業医をどのように位筑づけるかというのは非常に難しい問迎である。 

•産栗医は医師として自己の良心に従って職務を行う必要があると同じに、労使に対して中立の 

立圾でを行うことを嬰誚されている。

•産業医は企業の経営に直梭関与してはいないが,事兼者が行うことについて、作門的知識を持 

って助gする立Wにある。そのため、産業医の発言は屯菜者の発言に匹敵する也みを行している• 

鹿菜医は,この点を十分に理解して,職務を遂行する必要がある。

•我が国の産菜医は,企菜から「帰賦盘識jを強く求められることが汆りにも多いように®われ 

る。産菜医は元来労脚者の站诹を確保するためのr琢門家Jという立说から、自分の働いている 

讲榮塌で新しい職«性疾病が発生し,他の事業場でも同様の職業性疾Wが発生するおそれがある 

頃合には,守秘«務との関係もあるが,聚急性に応じて,讲例を学会で公表するなり、労脚雀に 

予防措；aを謂ずるよう®きかける必要もある。

•産榮医も企策の立wに立って行助することも必要ではあるが,これまで.企榮の人問としての 

立堪が強调され過ぎた傾向がみられ、このため産業医活助が委縮したという事実もある。呼門家 

としての産槊医の立wをパックアップしていくことは大切なことである。

■産菜医に対する適切な支援体制を設けることで,琢門職としての®榮医を活用できるようにす 

る必要がある。

•啪託された産菜医の«合には.専購の産栗医の場合よりも,衡生符押等の职粟坩の担当者の
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職の就任時には題及び労 

阑斯生??押にraする適切なi舞習 

を受けさせるべきであること。

3) 労阑荇のft?讲をffl極的に守る 

ためには,颅55医が匁册汽の 

淡状態,作装並びに作栾項境の

な耍W等の状況及び生産エ 

学2における各沌物nの使用•生 

成认況等を的Mかつ迅速に知り 

柯るシステムを備えるペきであ 

ること。

4) 企菜が全体として.職•贴 

託に徇らず搜数の産菜医を»任 

しているW合は,界なる讲槊場 

における報を相互に 

活用できるようなWを股けるこ 

と。

提言9地域及び邯遏府県産業保 

«センター

産笼医活觔への則Wや新たな課 

纽等にffiみ,産業保ft!活Wの核と 

なる$11織を設けることが必要であ 

る〇

支援が必要である。

•事業場における労啪衛生皆理組織と廂業医との関係を明確にして,産業医が十分な支援を受け 

られるようにする必嬰がある。

•企業が複数の産業®遇任している場合は,異なる讲業場における産業保«1讷報を相互に活用で 

きるような産業医迎絡協泷会を設ける必装がある。

2産業医への業務支援体制

•嘱託された産菜医に対する屮笼者の対応に問題があることが指摘されている。例えば,座業医 

が琪業場に巡視あるいはfilHUH狨等の目的で赴いても、業務を補佐する体制や執務室等の投脱が 

なく,菜務の遂行に支Wが出ている®合が多い。

•衛生®理者等の曲生担当者が活«している讲業«では、産荣医の專門性が十分に活かされてい 

ることが多い。

•産業医のみに力を与えるのでなく,1113内で産菜医の支援体制の強化または整備が大切であ 

る〇

•衛生管理者は約20万人いるが,行政の努力にも拘らず、衛生管理者の饯能は必ずしもうまく W 

いていない。加えて,数多くの産楽保fi!M-産業看讓婦がおり,その位®づけが不明確である。 

•嘱託された®菜医を遇任している唞笼垛にあっては,産業医が限られた時問に十分にその職務 

を果たすことができるように,作果瓜境の有离嬰因,作業工程の変化,会社業務の内容.ft!娥界 

常者の発生状況等をW明に伝え,座榮医の利断すべき琪項を整理しておくという仕組みを投ける 

必要がある。

•衛生委貝会に産菜医が出席をして意見を述ぺるための执務の条件,それに対応する小務処理の 

体制、讲務盟K等、産菜医が業務を円滑に行い得るような人と設脱等をガイドラインで示すペき 

である。

.賴の産築医として従1Kしても、研修のW会が极供されなかったり、学会等での研究報酋への 

支援が得られない等の廂装医の能力の向上に関する明菜者の理解が無いW合が多い。

•取菜«に曲生管理者のW格を持っている安全ffi生関係の部課長がいることにより.鹿菜保«!サ 

ービスが大きく進展し,労(助«のft!进保持增進に大きく寄与する。従って、曲生管理者のW格の 

ない人物が部課長に遇任された堪合であっても、できるだけ早い時期に衡生管理者のW格を取i!f 

するか.既存のカリキュラムに做U(問题を加えた謂習を受謂させることによって、労脚者に対す 

る産槊保(»サーピスの進賊に格与することを考えるべきである。

•総括安全斯生管理者,統括安全衛生R理者にっいても、短時問でもよいから,眈任後できるだ 

け早い時期に労働»のMl®問题に開する謂習を受謂させるべきだろう。

•斯生管理者を指導できる休制や予界にra与できる榷限を取業者が産槊医に与えれば、廂栾医活 

wを行うための十分な支ffiを産菜医は得られることになる。

•支体制の中で、库荣医が*|155»に祖接意見を述べる典会を担保してはどうか。これは识榮片 

が産業医の能力や実«(を評価するW会にもなる。

• 一定規模以上の坩菜坳に対しては,産装医の秘芮等识務職Rの設;を孜務づけることが邱想で 

ある。この讲務職Uに対して廂舰が命令できることが！R费である。

•産業医の判断や意見を梅威あるものとするために,必要に応じて祺門家の助力を得て、他威の 

ある勧告等ができるようにするペきである。呼門家の一例としては、労働斯生コンサルタントが 

考えられる。

提言9地域及び都道府県産業保Mセンター

1地域産業保Mセンター

•産菜医の選任基準を30人まで引き下げたとしても.30人未滿の珙業堪をどうするかが大きな問 

題になる。これに対しては.地域座菜保ft!センターを設Kし、グループで産業保〇!活動を受託す 

ることが考えられる。

•産業医の提供する産栾保U!サービスの贾を向上させるための方策としては.地区医師会単位で
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産業医のあリ方に関する検討会報告

1) 库栾医を選任することのでき 

ない小規拽零細事菜場の労®者 

に対する産菜保Mサーピスを提 

供するとともに,地域における 

唾菜医活助のH的向上を図るた 

め.地域保健医療体制との連携 

を図り,地区医師会の協力を得 

て,地域®槊保Mセンターを設 

けるべきである。

2) 地域沌菜保Mセンターは域内 

の錄医の相互支援•研躓及び 

小規ra零細奶架堪の巡視.作菜 

の符理,作菜環境の維持管理、 

特殊m成診斯,做旗相越の他, 

匁啪劭生教(JやMLU救存等に協 

力して当たることを主な菜務と 

することが考えられるが、業務 

の検,讨に当たっては、域内の労 

觔MUU多断拽閒や作栾埸说測 

定W問及び労脚界(8谢保持坩進 

サービスW問等との閒係を调整 

することが必Sである。

3) 地域産龙保Mセンターでは、 

讲笼者に廂菜医研修を修了した 

R師を座業医として紹介できる 

システムや域内の小規模零細!K 

5510の産菜保站讷報システムを 

股けるペきである。

新規に地域廂菜WMセンター 

を股けることが困雜な合は, 

地区医揶会と相賊の上、医師会 

立の病院•検?5検診センター、 

全M労(助衛生Ffl体迎合会加盟の 

郎診傳関、労災病院,中央労働 

災W防止協会の安全®生サービ 

スセンター等の中から遇切な施 

股にセンター的谀能を付Sし. 

必要な菜をけわせることを検 

討すべきである。

4) 特殊なW門技術を要する産菜

サーピスの捉供が必要な« 

合に備え,座榮医学に関するW 

門性を有する医師や労明！衛生コ 

ンサルタント等の産業医を支援 

する级門家を常助及び必要に応 

じて非帘WでfidKした耶道府県 

別の库業KMセンターを都道府 

県医師会の協力を得て設Sし,

産業医のグループを作り、相互に支援し合う体制を設けることも考えられる。

■地域産業保81センターは、産粢医問での悄報交換.症例検討,共同研究等の自己研鑽の堪とし 

ても活用できる。

•地域産菜保腿センターは,W門性の異なる産栾医同士によるチーム活動を促進するとともに. 

産業医が病気等で一時的に業務を遂行できない埸合に備えた産業医の人的支援体制を持つ必要が 

ある〇

•経球をfflんだ産笼医や十分な研修を受けた産菜医であっても、すべての問題を独力で解決でき 

るとは限らない。難しい問朋であれば、他の産業医や他の職拽の人々の協力が必嬰であり、こう 

した産槊医の界門的なニーズに応えられる支援システムを各地域に作る必要がある。

•地域鹿菜保烟センターは,鹿装医のみならず,様々な職视や界門分野の人々が互いに協力し合 

う体制を作る上で有効である。

•地域産業保腿センターの中に保腿«、作業環境測定士、その他腿旗坩進で必要とされるW門家 

を抽することができれば,廂娶医が産榮保Mサービスを行う際に.必要な人材を求めに応じて迪 

宜捉供することができる。

•小規模屮楽叫の7攜衛生竹理に関する問題を解決するためには、地区医師会の協力が不时欠で 

あり、地域産業保tt!センターの股Kに阳しては、医師会との協力が必gである。また、産菜医の 

名簿を持つ地区医師会の協力を得れば,能力の高い産菜医を地域産業保健センターで紐介する制 

度も可能である。

•小規授幂細明楽«の産業医を考えるとき、地域に密石して活助できる産業医の费成が不可欠で 

あり.地域医療の中での産榮保M活助との迪携を加味した莫成システムが必要である。 

•琪粢堪の巡視や作菜項境R理については,地域産楽保健センターと地区医師会とが協力すれば. 

月に1度ないし2度«度行うことは可能である。

2都道府県産業保81センター

•産業医の通常の菜務に問しては.十分な研修と習热で対応できるが、時に対処困難な問題も発 

主する。その堝合には,W門知識及び能力を有する界門家の応披とそれを支援する化組みが必要 

となる。

•産菜保战を発展させる上で必要なことが二つある。一つは研修拽能の充実であり,もう一つは 

鹿榮保購活助におけるW門的谀能の支摺である。そこで、各都道府呀に研修做能と支ば谀能を猫 

えた施股を股ける必嬰がある。

•都道府讯K師会でも廂菜医研修を災施しセいるが、必ずしも充分ではなく.これらのWI修を？ili 

い強化する方策を行える必驳がある。

■都道府报産楽保站センターには,I申菜医を支援する碎門家を配阀して、特殊M診、作榮项境行 

理、職栉評価？?,W•門技術面での支援を行う必要がある。

•都道府県廂菜保健センターでは、労働者のMBKM報の処理,座菜医学W•門知識の捉供、法作• 

耗営面での技術的な支摺7?を行うことが考えられる。

•各鹿菜保Mセンター,研修センター及び産菜医科大学等を結ぶ全国産業保贴悄報ネットワーク 

を捕榘し,必要なときに必嬰な産槊保MtflfHが入手できるようにすることが望ましい。また、ネ 

ットワークには各大字労(助劭生関係教室や各生閲係谀閒の参加を呀られるようにするこ 

とを将来の課題とするペきである。

3 K存の関係摘関の活用

•産業保Mセンターの馅Wに当たっては,労災病院や地診拽™あるいは医師会立の病院及びM診 

センター等と競合することのないように,既存のW関をW播的に活用する方向をとるペきである, 

•産業保Mセンターは地域産菜辿絡協議会と迪携を密にする必要がある。
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地域産棄保健センターとともに 

固内の産業保膣ニーズへの対応 

が完結できることが望ましい。

5) 都道府県産業保健センターの 

運営に当たっては、地域産業保 

M迎絡協铺会との速擠を密にし, 

産菜医科大学や圏内の大学等ra 

係諸谀関とも密接な関係を保つ 

必亞がある。

6) 都道府県痄業保ft!センターは 

圏内の座栗医からの呼門的な相 

談に応じるとともに,産菜医に 

必要な衩門的悄報を提供するこ 

とのできる悄報センター的戗能 

やこれから産菜保健活助に参両 

する産業医のための実地研修典 

能を合わせ持つとともに,M内 

の産業医のための基礎的な研修 

のニーズに応えて研修を実施す 

ることが望ましい。

提言10産業医の養成施策

库栗医に対する研修拽会の拡大. 

今後廂業医になろうとする医師へ 

の研修の徹底及びその策成につい 

て、次のような施策が必要である,

1) 泔任基咿の見腹しと近い将来 

に予測される廂菜医の世代交代 

や瓸菜医の大幅な黹要增に脱 

え.鹿策医の费成に計両的に取 

りJIIむべきである。

2) 廂業医の長期研修や実習の便 

を図るため.数力所に産槊医の 

研修センターを設ける必嬰があ 

る。当面,西日本は座業医科大 

学の施設を利H］することとし, 

來日本に1力所の研修センター 

設Kを急ぐべきである。

研修センターにおいては、地 

域及び都道府県産業保Mセンタ 

一の怙報サービス等の中核とし 

て.その支援に当たるべきであ 

る〇

3) 全国の医学部•医科大学での 

産業医学教育の充実が図られる 

よう、関係者の理解を得ること 

に究めるべきである。

提言10産業医の餐成施策

1求められる産業医の姿

•産菜医には、職说を巡祝する中で「労働とは何かjを見る能力が必要である。 

•終戦(H後からしばらく問題となった職策性疾病,中海,結核等を労®!斯生の主目的として捉え 

Wけるペきではなく,現在は作菜閒迎疾忠や若年者の成人病を問題として捉える必要がある。 

•现在の産菜医に求められているのは、インダストリアル•フイジシヤンとしての(ftきであり, 

ハイジニストとしての働きではないことを叫確にするべきである。

•産菜医の臨床能力についての答の一つが、1957年のI LO/WHOの報告讲(No.135)に癣かれ 

ている。そのあらましは「産業医はすべてのハイジニストや保做铺•矜现Mも含めた廂«保Mチ 

ームのリーダーたることを職務上宿命づけられている。そうしたリーダーとしての役割を果たす 

ためには、やはりすぐれた医師でなければならない。しかし、臨床のスペシャリストであるだけ 

で,産業医が55まるわけではなく,産策医学についての铒門的包括的な知識はもちろんなければ 

いけない。jということである。

•産業医がHi床家と一番递うところは,労働者や唞業者の求めに応じるだけでなく、泞段から労 

(«のすペてをaると同時に,受け待っている労脚者粜団の«!成問題を把握する能乃を待たねばな 

らないことである。

•企栗側の期待にかなう®栗医とは.産業保健の知識を有しており,法律や行政の助向に敏感で. 

新しい作菜エ桴を股けるときには有杏性の调査と判断ができ,医師の穆門性に捕らわれず.企菜 

の一貝としての息識を持って幅広い対応ができ、かつ自己能力の開発に励む医師である。 

•心ある経営者は,W厲の産業医にはもっと広い視野を持って,経営の発展のために活秘しても 

らいたいという気持ちを強く持っている。

•有はかなり15脚されてきたので、成人病関迪に热練した6S床能力を有する侵秀な6U泳医 

を企菜は希aしている。ただし,臨床経験だけでは職堪のM旗管理に対応できないことは,企茫 

则からも指摘されている。

•終戦後は結核,そして中毋学と、だんだんと臨床のところが要らなくなってきたが,成人«や 

作菜関連疾®等の新しいM題に猫えるために、産業医には臨床能力が再び必要となってきた。
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2研修機会の充実

•産栗医の職務は実務的であり,相が広く難しいこと、医師免許取得直後では難しく、研修を« 

み実力がついてこそ,初めて行える仕事であり.ファイトをかき立てる仕事であるという実例を 

若い医師に見せるべきである。

•鹿龙医学について勉強する ,®欲をWめるためにも、社会的な評Wliを得るためにも座業医に関す 

る一定の資格を設ける必要がある。

•産業Kの能力向上を図るためには次のことが必要である。

(1) 廂菜医が活觔する地域ごとに、リーダーとなる疼門的な産菜医をKKして.嘱託された産菜 

医を指導できるような研修体制を確立すること。

(2) 座菜医が研修を受謂できる産栾医研修センターをけること。

(3) 産粟医の研修における到递目撺を定めること。

(4) 小55者からの要望に応じて,明装者が求める産業医を育成すること。

• W動の産策医の商齢化(50歳以上が84.1%, 70薄■以上が11.1%. 1984年財団調査)が進んでおり, 

近い将来,退職等により不足することが予®される。このため、世代交代に闹えた若年烟の鹿菜 

医育成策が必要である。

•医学部卒槊後、医師が受ける卒後研修の中で、産業医の研修を行う必要がある。

■鹿菜医の専門家を餐成するために必要な研修の内容については.1957年のIし〇/WHOの報 

告Sで既に明らかにされている。これは、今なお有用な内容である。

•産粟医自身の問題として、座榮Kの職務の内容とそのSS性に関する理解度が一般的に低いこ 

とが挙げられる。

•労®！期生行理における座業医の役削を研修で徹底的に理解してもらうためにも、現に座菜尻で 

ある医師への研條機会の拡大と今後産業医になろうとする医師への研修の徹底が必要である。 

•日本R師会では平成2年度から抵定産菜医制度を発足させ、遇切な研修の実施と厳格な抵定を 

行っている。これは、医師会«であるか否かを問わず誰でも参加でき、5年毎にK新研修を受け、 

常に®新の産荣保做悄報を維持できる仕組みになっている。

•日本医師会の認定医制度も日本産榮衛生学会の卑門医制度も、目棟とする産菜医のタイプは多 

少Wなるが,どちらも®低限の堪明を股定して、それを滿たすための研修を受けさせることが奶 

一の目的になっている。また、生棚研修により,そのレペルを生涯にわたって維持することの必 

嬰性も糾み込まれている。

■産粟Kの能力向上で大讲なことは,問題附決能力を持つことである。これには優れた鹿榮Kの 

下での実習が必要である。そこで突地研修を十分に行えるように,灾地W修のfflを設けるペきで 

ぁる〇

•日本産栗衛生学会の猝門医制度の特徴は、産菜医の職務全般について問題解決能力を持ち、実 

務に長けた産菜医を認定することであり.烀門医となるには、実M的な座菜医としての知識と能 

力にっいて,浓記とロ®によるに合格する必要がある。

•日本醐Hi生学会では産業医部会を投けているが,これは将来ブロック毎の粟视横断的な研さ 

んの！®となり得る。

• の産槊医の能力向上については.鹿業医学振興IW団の饭助により、窠炖別の産業医会别が 

跌鋼聚を手始めとして行われている。この娶掩別産業医会诮の目的は.M診を主体とした活助を 

してきた産業医,あるいは病院のW務医から転進した産業医のために.産業医に今後求められる 

知谋と技能について、勉強と研さんの場を設けることである。

■全国の医学部、医科系大学での産菜医学教丙の充実が図られる必Sがある。

•実効を辛げている医師会は地元の都道府県労(B基準局や労曲坫呼と辿拫している。労測 

斯生转理は、行政とに進めなければやっていけない。講?1をする先生の人iSUこしても、実務 

研修のための寧菜場の選定にしても&都道府県労働基準局とMl脒し、各都道府県労脚基準局の紹 

介で讲装垛に依頼すると効率的ではないか,

•囑託される産菜医には、医師会活勛その他で研修W会が十分描供されるようになってきている 

が,W属の産菜医にも研修を十分行える体制を整偏する必要があると思う。
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提言1丨産業保61業務に從事する 

歯科医師の問題

崧齢化社会に向かう中で街議 

出の予防対策の®S性が岛まって 

おり、労働者の歯岡疾出に関する

理に歯科医師の参加も必要 

性が出てきていることから,こう 

した課題に関する検討をするペき 

である。

提音12産業保M業務に從平する 

保fit婚•看迅矂等の問題

廂哭保fil菜務に従11ける？｝通職 

の位Kづけが明確でないため,実 

想を明らかにするとともに、その 

あり方について検討する必授があ 

る。また,作業の符押■作衮項境 

の雑抟诗现を担11iするIXfiili以外の 

W門技術職についても阀搛の問題 

がある。

3産業医研修センターの必要性

•産業保键のW門家をS成するには、実習も含めて少なくとも2年前後の研修期問が必要である 

が.そのための施設は現在、産業医科大学だけである。そこで、実習搛能も含めて整購された産 

業医科大学の実務W修センターを利用するとともに、6开修の便を図るために,少なくとも東日本 

にも新たに研修センターを設置するペきと行える,,

•各都道府県ブロック毎に研修センターを作り、都道府限産業保健センターの中核とする必要が 

ぁる。

•産業医研修センターの»能を充分に利用するために、長期のコース以外にも1週問程度の集約 

的な研修W会の仪供も必Sである。

提言11産業保和槊務に從事する®科医師の問M

•鹿菜保Mに従蝌する歯科医師に関しては、,その楽務を定めた政令と省令とがあるが、法律にそ 

の身分を定めた明文規定がないことは問題とされている。

•歯科医師の榮務としては、政令第22条奶3«により,有富な榮務に従供する労働者への歯又は 

その支持組協に閒する診断の実施が定められ、省令第14条第3項により,有苒業務を行う事 

菜場の祺菜者は«乂はその支持組探に関して歯枓医師の意見を通時閒くこととされている。また, 

省令第H条第4項により,歯科医師はM战W其を防止するために必要な明Iflを勧告することがで 

きるとされている。

•高齢者になってもsの高い生活を維持するためには、歯周疾®の皆理と予防に早期から取り紐 

むことが瓜嬰である。

•労働咨が推進しているトータル•ヘルス•プロモーションプランの中では、産菜保健指導者等 

による口腔保M等の保M指導にも取り組んでいる。

•術科EMも嫩周疾想の予防等、これまでとは少し別の位M付けをして鹿龙Mttl活觔に組み込ん 

ではどうか。

•歯科医師の榮務の位置付けを明瞭に整理し,*聚場の中で混乱が生じないように対®を考える 

必要がある。

提言12座業保M業務に從事する保肚躱•看i8W等の問題

•現在,明菜場では座榮保健に従明する保站柿は約1200人、看讓捕は約6000-7000人、と推朴さ 

れているが、これらの保健婦や護婦をどのように位K付けていくかという問題がある。 

•1155UJの中で産業医ととともに一所想命に労嫩曲生行理を行っている保MMやUigWの協力を 

得ることによって,鹿菜医はより高度な座業保Mサービスを労觔者に拔供できる。

•労啪衛生讶现においては、箝段からその'I155Wで側!いている保MM, が労®者の(I1LW状

態を知っているので,彼らの能力を充分に活用することが必要である。

•小規模事業塌には、看關がKかれていないので、_託された鹿樂医が事菜Wに行くときには 

自分の診療所のを辿れて行くことも念调にKくべきである。

•作粟待理には、作菜姿勢とか、遽絞作荣時問のK理、さらに交替！WW孩や挦时問労脚等の問JM 

まで含まれる。これらは,今後、産菜医のより一Wの活勛が期待されている如域でもあり、作菜 

条件や作菜態»等の调査•測定等について通切な知識を持つ者が®菜医を支援する体制の確立が 

窒ましい。

•アメリカのインダストリアル•ハイジニストは菜務が広く、と作栗R理の両方を行っ 

ていることも参考とすべきである。

•讲菜Wにおける测H生管理や保腿管理を実隊に担当している衛生R现や産榮く1搰職の地Kt 

を向上させなければならない。

•産菜保MをW門とするC沒職等を地域廂菜保MセンターにfidKし,座粟医の求めに応じて！1135 

堪に赴き、库菜医の35務を応援できるようにすることも考えられる。
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提言13国がIKじるべき措置等 

以上の捉言の展開に当たって 

は.国の相当の努力が必要であ 

り、特に、次の取項に関する配慮 

が望まれる。

1) aにあっては小規枚芩細讲菜 

壜における産業医の退任や労曲 

彻'し行押充笑に閉する新たな助 

成制度の创設及び廂菜医の茂成 

に対する助成措；®の拡充等を図 

るべきであること。

2) 邯｝0府県労脚堪中局や労働基

における、での 

ツ助肋'liR理に関するKW指導 

聚•務をより一  «充実させるため 

に労明曲生疼門官、労脚基準監 

窃及び労明!诹生指墀医の 

を図る必嬰があること。 

また、監督指導に当たって 

は.涔門性を要求される業務に 

み,地域•邡道府県産槊保M 

センター等との«搔的な辿攒施 

策を謂じるペきであること。

3) 生管理や産菜医の選任 

について屮栾荇の理解を得、よ 

〇 W堝的に労働者の«1淡確保施 

浓を進めさせるために,座菜医 

の逍汀や匁明iffli 士行理に関する 

??川と腿！>1値保への効果に関す 

る糸?済,'?的な検討を行うペきで 

ある。

4) 廂龙医の制度を充実させるに 

当たり.労瞅跖生コンサルタン 

卜の活用を検討するべきである 

こと〇

提言13国が謓じるべき措罱等

1助成制度

•産菜医を選任する報抒のない小規模事業堪で産菜医を選任した堪合,産業医の手当や活助に対 

して補助金が出るような〇;組みに付いての要望がある。

-産菜医のfl的向上のため、研修？!用の一部を国が補助する必要がある。 

•小規模の讲業堪がより大きな規模の事業場と同じ産菜医の選任基準を滿たそうとする®合は、 

助成が必双である。

• MMUIj談のW川等予防的なものを国から出せないかという窓見もある 。

■日本医師会のK定産菜医制度は産業医への生涯学習の機会を捉供するものとして.通切であり, 

何等かの支援を行うことが望ましい。

•座菜医の任が形式的なものであるために、十分な産槊医活動が行われていないという状況か 

ら,'K35Aが廂X医をWfft的に選任し、十分な産菜医活動を行わせるような状況へ換していく 

ためには、中小企菜に対する助成措®を設ける必獎がある。

•北欧のある国では,産槊保挝筠用の一部を社会保険がa担している。 

2労働行政への期待

■讲架者の中には産菜医を選任し.役務提供の契約まではするが.実®の菜務従!1Uこついては.え 

ん曲に｝li絶する者がいる。これは.事業者が労働者の安全と煺讲を守るペき按務を履行していな 

いことになる。

•産菜医活助の実想等について、必要な調査を実施し、改8が必獎と認められる®合には、早急 

に行政指導を行って欲しい。

.座菜医研修を受謂し、産菜医を希望する医師が咁加していることから、すべての讲菜場で産業 

医が别任されるように、匳師会との迎擠をとり,行政は早急に対®を謂じる必要がある。 

•産榮医の3!任親務迫反、做纽診断の実施我務追反等、係の法令辺反には朗則が規定 

されている。廂菜医に逝任されていた医師が退社又は死亡したにもかかわらず、扣当の期問、新 

たな廂粢眩を任せず,放闹している場合も、法令迫反に当たる。

3産業医選任のコスト

• Wf-の«点から兒ると、やはりコストが気になる。50人以上のr|lS>tWに鹿龙医の®任を祝D5 

付けるW合と30人以上のU榮場に遇任を祝務付ける坳介と比較検肘したとすれば、恐らく1屯業 

«当たりのコストは同じになるだろう。もしも、そうだとすれば、小規校唞菜13は、労働者が少 

ない分だけ,労®/fl人当たりのコストが大きくなるだろう。

任の拡大に当たっては、産業医の菜務やメリットについて,唞菜者の理解を得ることが大切 

である。しかし、労曲者1人当たりのコストは他の労務«用と比較して必ずしも大きくない。 

•唞笼苒に産槊Kの職務を理解させるためには、邨託された座榮医の報酬等を含めた産業医の货 

用対便益を明確にする必要がある。また、便益については、作菜能率の上昇等.作業®理におけ 

る効果も検Wする必要がある。

4労働衡生コンサルタント制度との関係

•鹿菜医の能力向上を進めていくと,労圖Si生コンサルタント制度との関係が問題になる。 

•労册！衛生コンサルタントは、長年にわたって労働诹生にraする灾務を修めながら、綷験をwみ. 

試驗に合格後,他人の求めに応じて、労慟衢生にraする1!!測の解決に当たるものである。

.労働肋生コンサルタントには、産業医に対する研修の,師としての役割が期待されている。 

■労働阳生コンサルタントには2掩類ある。1つは,大企菜にいる労働衝生コンサルタントで管理 

的能力があり.それぞれの特殊領域で活秘している。もう1つは,労測跖生拽関や腿診機関で従 

讲する労生コンサルタントである。

•産菜保站サーピスにおける腿診馊関や作菜環境測定wraの役剖は撖めて大きいので.労脚衛生 

コンサルタントを配Kしていなければ補助金の対象としない等条件を厳しくするペきである。

■
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全国労働安全衛生センター連絡会議
108東京都港区三田3 —1—3 M.Kビル3階

TEL (03)5232-0182/FAX (03)5232-0183

TEL(011)883-0330/FAX(011)883 7261
東

136江東区电戸1-33-7 TEL(03) 3683-9765/FAX(03) 3683-9766
來

TEL(0423) 24-1024/ FAX(0423) 24-1024
東

TEL (0423) 24-1922/FAX (0423)25-2663

TEL(045) 573-4289/ FAX(045)575 1948
新

TEL(025) 228-2127/ FAX(025) 222-0914
静

TEL(0543)66-6888/FAX(0543)66 6889
京

TEL(075) 691-9981/FAX(075) 672 6467

TEL(075) 691-6191/ FAX(075) 691 6145
大

TEL(06) 538-0148/FAX(06) 541-2712
兵

TEL(06) 488-3855/FAX(06) 488-8247
兵

TEL(06) 488-3855/FAX(06) 488 8247
広

北海道參社団法人北海道労働災害.職業病研究対策センター 

004札幌布豊平区北野1条1丁目6-30医療生協内 

京眷東京東部労災職業病センター

京拳三多摩労災職業病センター

185国分寺市南町2-6-7丸山会館2-5
京•三多摩労災職業病研究会

185国分寺市本mj'3-13-15三多摩医療生協会館内
神奈川拳社団法人神奈川労災職業病センター

230横浜市鹤W.区豊岡町20-9サンコーボ殷岡505
潟參財団法人新潟県安全衛生センター

951新潟市古町通4番町643古町ツインタワーノ、イツ2F 
岡擧清水地区労働安全センター

424淸水市小芝町2-8清水地区労気付 

郎參労災福祉センター

601京都市南区西九条島町3

郁♦京都労働安全衛生連絡会議

601京都市南区西九条東島町50-9山本ビル3階 

阪參関西労働者安全センター

550人阪市西区新町2-19-20 ffi長堀ビル4階
庫拳尼崎労働者安全衛生センター

660尼崎市良洲本通1-16-7阪神医療生協気付
庫參関西労災職業病研究会

660 W崎ih•技洲木通1-16-7医療生協長洲支部

島肇広島県労働安全衛生センター

愛

高

熊

大

宮

732広島市南区稲荷町5-4細ビル

媛•愛媛労働災害職業病対策会議

792新居浜市新出町1-9-9
知參財団法人高知県労働安全衛生センター

780高知市薊野イワ井田1275-1
本•熊本県労働安全衛生センター

861-21熊本市秋津町秋田3441-20秋津レ—クタウンクリニック内

分眷社団法人大分県勤労者安全衛生センター

870大分市寿町1_3労働福祉会館内
崎翁旧松尾鉱山被害者の会

TEL(082)264-411〇/FAX(082)264 41 10 

TEL(0897)34 0209/FAX(0897)37 1467 

TEL(0888)45-3953/FAX(0888)45 3928

TEL(096) 360-1991/FAX(096) 368-6177

TEL(0975) 37-7991/FAX(0975)34 «671

883日向市財光寺283-211長江団地1-14
自治体譽自治体労働安全衛生研究会

102千代田区六番町1自治労会館3階 

(オブザーバー)

福島•福島県労働安全衛生センター

TEL(0982) 53-940〇/ FAX(0982) 53 -3404

TEL(03)3239-947〇/FAX(03)5210 7423

960福島市船埸町1-5
山ロ•山口県安全センター

754吉数郡小郡町明治東小郡労働会館内

TEL(0245)23-3586/FAX(0245)23 3587

TEL(08397)2-3373


